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令和７年１１月６日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

令和６年（ワ）第９０６１号 職務発明対価等請求事件 

口頭弁論終結日 令和７年９月９日 

判       決 

  5 

  原          告      Ｘ 

  同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士  中  野  博  之 

  

  被          告  株式会社日本コーティング 

       （以下「被告会社」という。） 10 

  同 代 表 者 代 表 取 締 役      Ａ 

  

  被          告      Ａ 

       （以下「被告Ａ」という。） 

  上記両名訴訟代理人弁護士  澤  田  憲  治 15 

主       文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 20 

１ 被告会社は、原告に対し、１８００万円及びこれに対する令和６年３月２７日

から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

２ 被告らは、原告に対し、連帯して、２００万円及びこれに対する令和６年３月

２７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 25 

１ 本判決における呼称 
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(1) 本件各出願：後記６件の各特許出願の総称。個別には「出願Ａ」等という。 

(2) 本件各特許（権）：本件各出願に係る特許（権）の総称。個別の特許（権）

は、「特許（権）Ａ」等という。 

(3) 本件各発明：本件各特許に係る発明の総称。個別の発明は、「発明Ａ」等と

いう。 5 

(4) 人名については別紙３「呼称目録」記載のとおりである。 

２ 原告の請求 

(1) 原告の被告会社に対する、本件各発明に関する特許法３５条４項に基づく

相当の利益として１８００万円の支払請求（ただし、相当の対価の額が、発明

Ａにつき３９６９万円、発明Ｂ及び発明Ｃにつき計４３２万円、発明Ｄ及び発10 

明Ｅにつき計１７６４万円、発明Ｆにつき１３０５万円をそれぞれ下回らない

ものとして、その合計７４７０万円の一部請求）及びこれに対する被告会社に

対して請求した日の翌日である令和６年３月２７日から支払済みまで民法所

定の年３パーセントの割合による遅延損害金の附帯請求 

(2) 原告の被告らに対する、発明ＡないしＣ及び発明Ｅにつき、原告が発明者15 

又は共同発明者であるにもかかわらず、発明者と記載することなく出願をし、

もって、原告の発明者名誉権を侵害したとして、被告Ａに対し不法行為に基づ

く、被告会社に対し会社法３５０条に基づく、発明一つにつき５０万円の合計

２００万円及びこれに対する被告らに対して請求した日の翌日である令和６

年３月２７日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延20 

損害金の附帯請求（連帯請求） 

３ 前提となる事実 

(1) 当事者 

ア 原告は、平成１７年１１月２１日から令和５年１０月３１日まで、被告会

社に雇用されていた者であり、遅くとも平成２７年５月１９日から令和４年25 

１２月２８日までの間、被告会社の代表権のない取締役であった。 
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イ 被告会社は、有機化学工業製品、無機化学工業製品等の製造、卸、販売及

び輸出入、自動車用電球のコーティング業、自動車部品、自動車用品、及び

自動車用付属品の卸、販売等を営む会社である。 

なお、被告会社は、監査役設置会社であるが、監査役の監査の範囲は会計

に関するものに限定されている。（甲１） 5 

ウ 被告Ａは、被告会社の代表取締役である。 

(2) 本件各出願及び本件各特許 

被告会社は、次のとおり特許出願（（本件各出願）をし、特許登録された（（本

件各特許）。 

ア 出願Ａ 10 

出願日：平成２５年４月１７日 

出願番号：特願２０１３－８６６９０号 

登録日：平成２６年６月１３日 

特許番号：特許第５５５９３８６号 

発明の名称：発光ダイオードを用いた照明灯及び車両用前照灯 15 

発明者：被告Ａ 

代理人：Ｂ及びＣ 

イ 出願Ｂ 

出願日：平成２７年３月５日 

出願番号：特願２０１５－４４０９２号 20 

登録日：平成２８年２月５日 

特許番号：特許第５８７７５９７号 

発明の名称：ヒートパイプ冷却シングル型高輝度ＬＥＤ前照灯 

発明者：被告Ａ 

代理人：Ｂ及びＣ 25 

ウ 出願Ｃ 
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出願日：平成２７年３月５日 

出願番号：特願２０１５－４４１００号 

登録日：平成２８年２月５日 

特許番号：特許第５８７７５９８号 

発明の名称：ヒートパイプ冷却ダブル型高輝度ＬＥＤ前照灯 5 

発明者：被告Ａ 

代理人：Ｂ及びＣ 

エ 出願Ｄ 

出願日：平成２９年９月１９日 

出願番号：特願２０１７－１７８６４５号 10 

登録日：平成３０年６月１日 

特許番号：特許第６３４４８７６号 

発明の名称：ＬＥＤ前照灯 

発明者：被告Ａ及び原告 

代理人：Ｄ、Ｅ及びＦ 15 

オ 出願Ｅ 

出願日：平成２９年８月１日 

出願番号：特願２０１７－１４９２８４号 

登録日：令和元年６月１４日 

特許番号：特許第６５３８１２６号 20 

発明の名称：ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー 

発明者：被告Ａ 

代理人：Ｂ及びＤ 

カ 出願Ｆ 

出願日：令和２年６月１０日 25 

出願番号：特願２０２０－１００６０９号 
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登録日：令和５年５月８日 

特許番号：特許第７２７４２２０号 

発明の名称：ＬＥＤ灯火 

発明者：被告Ａ及び原告 

代理人：Ｄ及びＥ 5 

(3) 本件各特許の特許請求の範囲（（本件各発明）、発明が解決しようとする課題

及び発明の効果は、別紙１「クレーム等目録」記載のとおりである（甲２ない

し７）。 

(4) 原告は、令和６年３月２６日、被告会社に対し、本件各特許に関する職務発

明の対価及び発明ＡないしＣ及び発明Ｅに関する発明者名誉権侵害に基づく10 

損害賠償の支払等を請求した（甲８、９）。 

(5) 被告会社には、本件各発明が創作された当時も現在も、職務発明規定が存

在しない。 

(6) 被告会社は、令和７年１月２３日、本件第２回弁論準備手続期日において、

原告に対し、発明Ａに係る職務発明対価請求権について消滅時効を援用すると15 

の意思表示をした。 

４ 争点 

(1) 原告が本件各発明の発明者であるか（争点１） 

(2) 本件各発明の特許法３５条７項の「相当の利益」の額（争点２） 

(3) 発明Ａに関する職務発明対価請求権の消滅時効の成否（争点３） 20 

(4) 発明者名誉権侵害及び故意（争点４） 

(5) 発明者名誉権侵害によって原告に生じた損害額（争点５） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（原告が本件各発明の発明者であるか）について 

【原告の主張】 25 

本件各発明は、以下のとおり、いずれも、原告が単独で発明したものである。 
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(1) 本件各発明に共通する事情 

ア 本件各発明に必要な知識と能力を原告が有していたこと 

(ｱ) 本件各発明は、使用する素材や構造を工夫し、発熱に伴う発光効率の

低下を抑制するものである。そのため、本件各発明に至るためには、材料

科学、熱伝導、立体構造の作図、電気、ＪＩＳ規格等に関する知識が必要5 

であった。一方、ＬＥＤに関する知識は、ＬＥＤチップメーカーが保有し

ていれば良く、基礎的な知識で足りるものであった。 

(ｲ) 原告は、昭和６１年３月に岡山理科大学理学部応用化学科（有機化学

専攻）を卒業し、材料科学、熱伝導、電気の基本的な知識を得た後、メー

カー等で開発に携わったり、営業に携わったりする中で、図面作成能力を10 

獲得していた。また、大阪大学で半導体の研究を行っていたＧ教授とベロ

フジャパン株式会社が行っていた、ハロゲンバルブに代わるＬＥＤバルブ

の共同開発に関与することで、本件各発明に必要な知見を獲得していた。 

(ｳ) 原告は、被告会社に就職した後も、中国に出張し、照明器具の開発に必

要なサンプル部材や販売製品用の部材の作成を行っていた。 15 

(ｴ) このように、原告は、本件各発明に必要な知識と能力を有していた。 

イ 原告は、被告会社の労働者名簿において、自動車用ランプの加工製造及び

販売の一切の業務に従事している者と記載されており、被告会社内における

技術部門の責任者としての地位が与えられていた。 

ウ 本件各発明に共通して必要となる電源についても、発明Ｄ以外のものにつ20 

いては、原告が構想していたこと 

ＬＥＤランプを発光させるためには、電源（（電気を供給するための電気回

路のこと）が 

必須となる。原告は、本件発明Ｄ以外の本件各発明の電源全ての構想を作

り上げ、それを具体化し、充足すべき要件に関する図面や指示書を作成し、25 

初回の試作段階から量産までのすべてにわたって外注先に製造を依頼した
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（甲１１３、１０７）。 

(2) 発明Ａについて 

ア 発明Ａの概要 

発明Ａは、従来、自動車用照明灯としてハロゲン電球が用いられていたと

ころを、ＬＥＤ電球を用いることで、低電力、高出力、長超寿命で、構造が5 

簡単・コンパクトな照明灯を実現するものである。 

具体的な特徴としては、① 高温になると著しく効率が低下するＬＥＤ電

球の欠点を補うため、ＬＥＤ電球点灯時に発生する熱を効率よく逃がす構造

の照明灯を設計したこと、② コンパクトな照明灯とすることで、市販車の

ハロゲン電球の照明灯を置き換えることを可能にして本件発明Ａの実施品10 

を大きな市場で販売できるようにしたことが指摘できる。 

イ 発明Ａの着想と具体化の経緯 

原告は、平成２４年頃、発明Ａを着想した。すなわち、熱を効率よく逃が

す方法として「銅製の熱伝導棒」を用いるアイデアを考えたが、銅のみを使

用した場合はコストが高くなるとともに総重量が重くなりすぎることにも15 

気づいた。そこで、銅は熱伝導率が高く、アルミニウムは自己放熱性が高い

ことに着目し、銅とアルミニウムの熱伝導棒が良いのではないかと考え、小

型植木鉢、砂、銅製の丸棒、純アルミを購入し、植木鉢に湿らせた砂を充填

し、その後直径２０ｍｍ程度の円柱の穴を空け、中心部に切断した銅棒を立

てその周りに、高温炉で溶融した純アルミニウムを流し込んで、銅とアルミ20 

ニウムの熱伝導棒ができるかの実験を行った（（甲４６は、その実験をまとめ

たものである。）。これらの材料をホームセンターで購入したのも原告であ

った。 

ウ 発明Ａの特徴部分との比較 

(ｱ) 本件発明Ａのポイントとなる構成要件は、以下のaないしfである。 25 

a  発光ダイオードが搭載されている半導体基板を固着したアルミニウ
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ム板 

b  ａを銅製の熱伝導棒に直接固定 

c  遮光壁Ａと遮光壁Ｂを形成 

d  銅製の熱伝導棒の表面をアルミニウムで口金に達する部位まで被覆

した上部構造 5 

e  長い銅製の熱伝導棒を有する下部構造からなる銅製の熱伝導棒で連

結された光源支持体 

f  中心部が空洞になっているアルミニウム製放熱台座 

これらのポイントは、いずれも特許Ａの出願前に原告が図面やサンプル

を作成した際に、既に具現化されていた。具体的には以下のとおりである。 10 

(ｲ) 構成要件ａ 

部品の写真ファイル「ＬＥＤ冷却フィン比較」（甲３０）に撮影された

部品は、原告が作成し、出願Ａの前に弁理士と相談する際にモデルとして

見せたもの（またはそれと同等品）である。この部品は、銅製の熱伝導棒

の代わりにアルミ製の熱伝導棒を用いたもので、当初、原告は、この部分15 

がアルミ製であっても特許化が可能かもしれないと考えていたため、この

モデルを作成した。その後、先行公知例を回避するため、銅とアルミニウ

ムの熱伝導棒を用いた技術だけを特許Ａとして出願した。 

(ｳ) 構成要件ｂ 

前記甲３０の部品の写真には、ａを銅製の熱伝導棒に直接固定するとい20 

う構成要件ｂも具体化されていた。 

また、原告は、図面（甲６６）のとおり、弁理士との面談後、量産化に

向けた設計をするうえで遮光壁の形を変更した。同図面は、別の図面（甲

４８）を元としたものであるが、これは出願Ａに先立つ平成２５年３月２

５日に原告が作成したものである。 25 

このとおり、原告は、同日時点で、既に構成要件ｂの着想及び量産化に
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向けた形状を具体化していた。 

(ｴ) 構成要件ｃ 

甲４８号証の図面に遮光壁部分を図示した前記甲６６の図面が示すよ

うに、前記甲３０の部品には遮光壁Ａと遮光壁Ｂが形成されており、構成

要件ｃの技術思想が具現化されていた。 5 

(ｵ) 構成要件ｄ 

構成要件ｄは、「銅製の熱伝導棒の表面をアルミニウムで口金に達する

部位まで被覆した上部構造」であるところ、前記甲４８の部品は、この構

造を備えており、構成要件ｄの技術思想が具現化されていた。 

(ｶ) 構成要件ｆ 10 

構成要件ｆは、「中心部が空洞になっているアルミニウム製放熱台座」

であるところ、原告が平成２５年６月１０日に受信したメール文書（甲７

５ （「台修正後後図面」）の添付ファイル「２０１３＿０６＿１０＿ＨＥ

ＡＴＳＨＩＮＫ」の印刷物（甲７６）にも構成要件ｆの技術思想が具現化

されており、原告は、同日時点で、同構成要件の着想を得ていた。 15 

エ また、請求項５では、「空洞部に耐水性のモータにより駆動されるファン」

を装備したＬＥＤ照明灯であることが構成要件となっているところ、原告は、

同構成要件を充足させるファンの入手先を選定するため、出願Ａに先立つ平

成２５年３月７日、Ｈからサンプルの見積書をメール（甲７８）で受領した。 

オ 以上のとおり、発明Ａは、原告単独の着想によるものであり、原告のみが20 

発明者である。 

(3) 発明Ｂについて 

ア 発明Ｂの概要 

発明Ｂの特徴は、熱伝導体として銅製ヒートパイプを採用するとともにフ

ァン付モータと放熱フィンを配置することでシングル型高輝度ＬＥＤ照明25 

灯において熱を効率よく逃がす構造を実現できた点である。 
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発明Ｂの構成要件は、権利化の過程で発明Ｂの捉え方を工夫した結果、発

明Ａと異なっているように見えるが、技術的に発明Ｂが発明Ａと大きく異な

るのは、① ＬＥＤを搭載した熱伝導棒が銅とアルミで構成されているか

（発明Ａ）、銅製のヒートパイプで構成されているか（発明Ｂ）、② ヒー

トパイプを支持する第１放熱台座が不要であるか（発明Ａ）、必要であるか5 

（発明Ｂ）という点で、それ以外の構成要件は発明Ａと発明Ｂでほぼ共通し

ている。 

イ 発明Ｂの着想と具体化の経緯 

原告は、上記①の点に関する部品の入手先を検討するとともに部品を設計

し、図面を作成して、出願Ｂの直後である平成２７年６月１８日に被告会社10 

の営業窓口であるＩに送付した（甲８０）。また、原告は、上記②の点に関

する第１放熱台座の試作向けの部品を遅くとも平成２７年２月９日に設計

し、この図面ファイル（甲８５）をＩに送付した。 

さらに、原告は、第１放熱台座、第２放熱台座の立体（３Ｄ）図面を作成

し、Ｈに送付した。ここでの図面は、特許Ｂの特許公報の図面として用いら15 

れている。 

原告は、ヒートパイプを使用した本件発明Ｂのアイデアを具体化するにあ

たり、商業的に入手可能なヒートパイプで試作品を製作しようと考え、ヒー

トパイプの選定を行った。具体的には、平成２６年８月１８日頃、株式会社

フジクラのサーマルテック事業部技術部に問い合わせ（甲３３）、技術的な20 

内容について協議したり、他社製のヒートパイプを使用したサンプルやアル

ミ製のサンプルの明るさ（光束）比較をし、この結果を「ＬＥＤ各社データ

１２１１０８」（作成日付平成２４年１１月１３日）のエクセルファイルに

まとめたりした。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｂについて、単独で着想し具体化したもので25 

あるから、発明Ｂは、原告が単独で発明したものである。 
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(4) 発明Ｃについて 

ア 発明Ｃの概要 

発明Ｃは、発明Ｂと同様に熱伝導体として銅製ヒートパイプを採用するこ

とで熱を効率よく逃がす構造を実現できた点を特徴としている。発明Ｂとの

相違点は、２個のＬＥＤを１枚の基板に載せ、円柱状のヒートパイプの片側5 

を楕円状につぶし、楕円部の両側に２枚の基板を貼り付けたものが発明Ｃで

あるのに対し、発明Ｂは１個のＬＥＤを１枚の基板に載せ、円柱状のヒート

パイプの片側を楕円状につぶし、楕円部の両側に２枚の基板を貼り付けた点

である。 

構成要件レベルでは、① （「ハイビーム用又はロービーム用のどちらか１10 

個の発光ダイオードを搭載したプリント配線基板を張り付けた端子付配線

付の銅板」（発明Ｂの請求項１)の代わりに、「ハイビーム用発光ダイオード

とロービーム用発光ダイオードの２個の発光ダイオードを搭載したプリン

ト配線基板を張り付けた端子付配線付の銅板」（発明Ｃの請求項１)とした

こと、及び② 発明Ｃの請求項２において「下方向に行く光を遮るシェード15 

を設け」た点に特徴がある。 

イ 発明Ｃの着想と具体化の経緯 

発明Ｃについても、発明Ｂと同様に、工業化を見据えるとヒートパイプは

安価な中国から購入する方がコスト的に有利であると見込まれた。そこで原

告は、中国に出張し、中国で入手可能なヒートパイプを用いて照明灯を設計、20 

製造し、照明灯の構造と照度との関係を研究した。 

メール（甲９３）は、原告が、中国の通訳から、２個の発光ダイオード（Ｌ

ＥＤ）を銅板に接着・搭載する工程の報告を受けた時のものであり、その添

付ファイルの写真（甲９６）は、特許Ｃの特許公報の図面に用いられている。

そして、同写真のとおり、原告は、「２個の発光ダイオードを搭載したプリ25 

ント配線基板を張り付けた端子付配線付の銅板」を製造させていた。 
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このように、原告は、出願Ｃに先立つ平成２６年９月２５日時点で、既に

「ハイビーム用発光ダイオードとロービーム用発光ダイオードの２個の発

光ダイオードを搭載したプリント配線基板を張り付けた端子付配線付の銅

板」を完成させ、上記①の点を発明した。 

また、上記②の点についても、原告は、メール（甲９９）のとおり、中国5 

で工業的生産に必要な数量で加工できる外注先を探し、Ｈからもその進捗状

況につき報告を受けていた。 

ウ このように、原告は、遅くとも平成２７年６月１８日時点で発明Ｃに必要

な上記①及び②の点を着想・具体化し、工業的生産に必要な数量で加工でき

る外注先を探していた。なお、その他の構成要件の着想・具体化は、発明Ａ10 

とほぼ共通する。さらに、原告は、発明完成のための研究とともに量産化に

向けた開発検討も実施しており、具体的には、発明Ｃの実施品の量産品に使

用するヒートパイプの供給元候補であった株式会社フジクラの担当者と、ヒ

ートパイプのサンプル供給についてメール（甲３７、３８）で協議していた。 

エ 以上のとおり、原告は、発明Ｃについて、単独で着想し具体化したもので15 

あるから、発明Ｃは、原告が単独で発明したものである。 

(5) 発明Ｄについて 

ア 発明Ｄの概要 

従来のＬＥＤ照明灯は、市販車に装着されている純後品であるハロゲンラ

ンプ照明灯と交換して使用する場合、一部の車種では照射方向を変更しよう20 

としても車両用灯具と放熱台座とが干渉して、照射方向を変更することがで

きないという問題があった。発明Ｄは、どのような車両用灯具に取り付けて

もＬＥＤ前照灯の照射方向を変更可能なＬＥＤ前照灯を提供するものであ

り、その立体的構造に特徴がある。具体的には、当時の市販車を改造等する

ことなく装着でき、かつＬＥＤ前照灯の照射方向が変更可能となる立体的構25 

造であることに特徴があり、構成要件レベルでは、請求項１のうち、発光素
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子と、前記発光素子で発生する熱を放熱する厚みのある形状の放熱部と、前

記発光素子で発生する熱を前記放熱部に伝導させる① 棒状の導熱部と、車

両用灯具に係止可能な② 係止突片が設けられた円形状の口金と、を有し、

前記③ 導熱部は、先端側側面に前記発光素子が設けられ、基端側に前記口

金が設けられ、前記口金は、先端面側に前記導熱部が設けられ、他端面側に5 

前記放熱部が設けられ、前記放熱部は、④ 前記導熱部の長手方向に沿う軸

線を基準として、一方側が他方側よりも張り出した形状であるＬＥＤ前照灯

とある点である。 

イ 発明Ｄの着想と具体化の経緯 

原告が、上記①ないし④の着想・具体化に至った経緯は、次のとおりであ10 

る。 

平成２９年６月頃、被告会社は、ＬＥＤ前照灯に関して「トヨタアクア」

車両の現車確認の機会を得た。そのため、原告は隣席で仕事をしていたＯと

従来品のＬＥＤバルブを使用しながら「トヨタアクア」車両へＬＥＤバルブ

の装着方法の打ち合わせをした。そして、放熱台座部分（冷却フィン）の外15 

径を小さくすれば「トヨタアクア」車両へ装着可能なＬＥＤバルブが製造で

きることが明らかになった。しかし、単純に放熱台座部分の外径を小さくす

ると、発光素子であるＬＥＤが発する熱を放熱しにくくなり発光効率が下が

ってしまう。そこで、原告は、「トヨタアクア」車両へ装着可能にするため、

放熱台座の断面の円の一部が欠けた形状の放熱台座、すなわち「導熱部の長20 

手方向に沿う軸線を基準として、一方側が他方側よりも張り出した形状」の

放熱台座を着想した。そして、Ｏにその形状の略図を示し、遅くとも特許Ｄ

の出願日（平成２９年９月１９日）前の平成２９年７月１０日（甲１０３）

に、図面（甲１０４）を作成させた。そして、原告は、遅くとも平成２９年

９月５日までに、①ないし④の特徴を全て含むＬＥＤ前照灯の３ＤのＣＡＤ25 

ファイルをＯに作成させた（甲１０５）。 



14 

 

なお、発明ＤにかかるＬＥＤ前照灯は、意匠登録もされている（意匠登録

１６０４４７７）。ファイル名「アクアＰＡＴ」、拡張子がＳＧＤ （（作成

日付平成２９年９月７日）のＣＡＤデータは、原告が発案しＯに指示して作

成したものであり、意匠登録１６０４４７７の【後面図】で使用されている。

また、原告は、特許Ｄで使用された図面も作成しており、例えば、ファイル5 

名「扇型フィン」拡張子がＳＧＤ（作成日付平成２９年９月１２日）のＣＡ

Ｄデータは特許公報の図３（ｂ）で使用されている（当時発光素子の形状と

して２タイプを開発しており、特許公報の図３（ｂ）とは発光素子の形状だ

けが異なる。）。また、ファイル名「バルブＡ’ＳＳＹ⑤」拡張子が３ｄｍ

（作成日付平成２９年９月６日）のＣＡＤデータは特許公報図６で使用され10 

ている。さらに、原告は、Ｏに指示して、市販車トヨタアクアの車両灯具に

発明Ｄの実施品を装着し問題の有無の確認を行っており、このときの資料が

ファイル名「アクア装着写真」（作成日付平成２９年９月１１日）のエクセ

ルファイルである。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｄについて、単独で着想し具体化したもので15 

あるから、発明Ｄは、原告が単独で発明したものである。 

(6) 発明Ｅについて 

ア 発明Ｅの概要 

ＬＥＤ照明灯を、市販車に装着されている純後品であるハロゲンランプ照

明灯と交換しようとした場合、純後のハロゲンランプ照明灯の円筒状カバー20 

に穴をあけて、ＬＥＤ照明灯用ドライバー回路からの信号を送る必要があっ

た。このため穴を開けた部分の防水性が悪いという課題があった。 

特許Ｅは、発明Ｄと組み合わせて、防水性に優れたＬＥＤ照明灯を提供す

ることができた点が特徴となる。 

具体的には、点灯回路のケースとカバーを一体化させることにより、点灯25 

回路ケースとしての表面積を大きくして点灯回路の冷却効率を高めるとと
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もに、穴あけ加工を回避することで防水性に優れ、容易に純後品に戻すこと

も可能とするＬＥＤ照明灯を実現した。 

発明Ｅの主要な技術的特徴は、下記のとおり請求項１の①ないし⑤にある。

特許Ｅの請求項１は、ヘッドランプの後方裏面に設けられている筒状の開口

部に装着されるＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーであって、前記ＬＥＤ5 

前照灯用交換防水円筒状カバーは、① 上面が閉止され、② 下面が開放さ

れている、③ 円筒状であり、さらに、前記ヘッドランプ内にハロゲンラン

プが取り付けられていた際、前記筒状の開口部に装着される上面が閉止され

下面が開放されている円筒状純後防水カバーの取付け構造と同一形状であ

り、且つ、前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーの円周の④ 前記下面10 

の開放端の周囲に複数の係合片を有し、前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状

カバー内で、且つ、前記上面に背向する裏面に⑤ ＬＥＤ点灯回路が収納で

きる部位が設けられており、前記ヘッドランプ内に前記ハロゲンランプに代

えてＬＥＤ前照灯が取り付けられていた際、前記筒状の開口部に前記ＬＥＤ

前照灯用交換防水円筒状カバーを装着するにあたって、前記上面が前記ヘッ15 

ドランプの外方に位置し、さらに、前記下面が前記筒状の開口部と対向する

ように配置し、もって、該上面にて前記筒状の開口部を閉止するように、前

記筒状の開口部に前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーが装着され、こ

れにより、該ヘッドランプ内で、前記ＬＥＤ点灯回路と前記ＬＥＤ前照灯と

が、該ヘッドランプ内に配置されている電源と接続されることによって、電20 

気的に接続されてなるＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー、である。 

イ 発明Ｅの着想と具体化の経緯 

上記アのとおり、発明Ｅは発明Ｄと組み合わせて、防水性に優れたＬＥＤ

前照灯用を提供するものである。原告は、点灯回路のケースとカバーを一体

化させることにより、点灯回路ケースとしての表面積を大きくして点灯回路25 

の冷却効率を高めるとともに、穴あけ加工を回避することで防水性に優れ、
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容易に純後品に戻すことも可能とするＬＥＤ照明灯を着想した。 

原告は、この着想を具体化するため、ドライバー（点灯回路）を内蔵した

カバーの設計思想をＯに伝えて図面作成を指示し、Ｏが３ＤのＣＡＤファイ

ルを作成させた（甲１０８）。その成果図面は以下のとおりである。 

まず、ファイル名「ドライバー内蔵カバー特許資料」（作成日付平成２９5 

年７月１９日）のエクセルファイルの説明文書（甲４０）に含まれる図は、

特許Ｅの特許公報の図３、図４、図５で使用されている。また、ファイル名

「点灯回路内蔵カバーＰＡＴ資料図」（作成日付平成２９年７月２７日）の

エクセルファイルのｓｈｅｅｔ１、ｓｈｅｅｔ１（２）の２枚シートの説明

文書（甲４１）に含まれる図は、特許公報内図１、図２で使用されている。10 

ファイル名「（仮）防水カバー穴なし」、拡張子が３ｄｍ（作成日付平成２

９年６月５日）のデータは特許公報の図３のＣＡＤデータである（甲４２の

１、４２の２）。 

ウ 原告が発明Ｅの実施品の工業化も行ったこと 

原告は、発明Ｅの着想・具体化にとどまらず、発明Ｅの実施品の工業化も15 

行った。原告は、発明Ｅの実施品の生産移行への仕様書を作成するため、仕

様の内容を口頭で伝えたうえで仕様書作成をＯに指示し、Ｏは、特許Ｅの出

願日（平成２９年８月１日）直後の平成２９年９月８日に（甲１０７）、エ

クセルファイル「アクア専用キット」（甲１１１）の仕様書を作成した。そ

の後、仕様書（甲１１０）も作成させた。 20 

エ 以上のとおり、原告は、発明Ｅについて、単独で着想し具体化したもので

あるから、発明Ｅは、原告が単独で発明したものである。 

(7) 発明Ｆについて 

ア 発明Ｆの概要 

発明Ｆは、色を切り替えることを可能にするために第１のＬＥＤユニット25 

と第２のＬＥＤユニットの２つのユニットを密着して配置すると、ノイズの
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影響で自動車の右側と左側の照明灯が異なる色を発光してしまう問題を解

決するため、照明灯のｏｎ－ｏＦＦスイッチの一定の操作によって点灯する

ＬＥＤユニットの選択をリセットできるようにした点を特徴とする。 

イ 発明Ｆの着想と具体化の経緯 

原告は、照明灯のスイッチ操作のパターンと各ＬＥＤユニットの点灯パタ5 

ーンの関連付け及びその実現に必要な制御部の仕様を考案し、外注先会社が

回路設計や制御部の部品配置設計を図面化できる程度に具体的な指示を行

った。また、原告は、発明Ｆのポイントである２つのＬＥＤユニットを格納

する金属製ボディの設計や、種々のＬＥＤ素子の色度を測定しＪＩＳＤ５５

００を満たすＬＥＤ素子の選択を行った。 10 

特許Ｆを出願するためには、先行公知技術を回避する必要があった。先行

公知技術である特許第６１６１８４６を回避するため、原告は、同特許の実

施品等を参考商品として購入し、先行公知技術を回避する方法を模索しなが

ら開発を行った。そのために購入した商品の注文履歴詳細と商品の写真が、

甲５１である。 15 

これらの検討により、原告は、特許Ｆの請求項１の４行目に記載の、第１

発光素子と第２発光素子とが並列に配列されたＬＥＤ照明灯を発明するこ

とができた。その後、原告は、特許Ｆの実施品の商品開発にも成功した。フ

ァイル名「Ｌｏ側デュアルＨ４」（作成日付令和４年１１月８日）のＣＡＤ

データ（甲４４）には、特許Ｆの特許公報（甲７）の請求項１の４行目に記20 

載された、「前記第１発光素子と前記第２発光素子とが並列に配列されてい

る基板」が図面の下部の左から２個目に描かれている（甲４３）。この図面

は、原告が、特許Ｆの実施品をベースとした新製品（特許Ｆの利用発明の実

施品）開発の第１次の試作をするために作成したものである。 

この試作では、経費節約のため、特許Ｆの実施品で使用されている部品を25 

流用しており、図面の下部の左から２個目に特許Ｆの実施品で使用されてい
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る部品（ＬＥＤ搭載用基板）が描かれている。 

特許Ｆの実施品は、発売当初は、照射光が濃淡黄色と白色の切り替えモデ

ルで、発光素子（ＬＥＤ）は濃淡黄色側が台修ＬＥＸＴＡＲ社、白色側がＣ

ＲＥＥ社であった。令和３年夏頃からはコストダウン及び淡黄色の追加発売

を検討し、これを製品化したため、淡黄色側、白色側ともにソウルセミコン5 

ダクター社に変更した。この変更をしたときの基板図面が甲４３の図面の下

部の左から２個目に記載されたＬＥＤ搭載用基板である。 

さらに、原告は、特許Ｆの明細書の図１の放熱台座（４）を設計した。フ

ァイル名「Ｈ４切削冷却フィン１８０５２４」（作成日付平成３０年５月２

５日）のＣＡＤデータ（甲４４）は、原告が設計した切削型冷却フィンの元10 

図面である（甲４５）。この図面は、加工詳細が必要な下から見た図面であ

り、特許Ｆの特許公報（甲７）の図１は、ＬＥＤ配列をわかりやすく見せる

ため横からの図に変更したものである。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｆについて、単独で着想し具体化したもので

あるから、発明Ｆは、原告が単独で発明したものである。 15 

(8) 以上のとおり、原告は、本件各発明をなす能力があり、かつ、同各発明すべ

てについて、単独で発明した。 

【被告らの主張】 

(1) 本件各発明に共通する事情 

ア 原告の経歴及び本件各発明に関する知識能力について 20 

被告会社は、平成１７年１２月初旬に、原告を雇用した。その頃、原告は、

前職のシーバスリンク社を退職せざるを得なくなり、生活に困窮していた。

被告会社には、原告の採用に反対する声も多くあったが、最終的に雇用を決

断した。なお、原告が入社した当時、あるいはその後の会話の中でも、自身

にＬＥＤの研究開発経験があるとか、専門的な知識を持っているという話が25 

出たことは一度もない。 
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原告は前職では営業職であったと聞いていたが、被告会社では営業職の募

集がなかったため、工場での雑務や作業補助などを担当する職種として採用

した。また、原告が、シーバスリンク社を含む前職において半導体やＬＥＤ

の研究をしたことはなかった。原告は、ガス会社に勤務していた際、営業担

当者として出入りしていた大阪大学のＧとシーバスリンク社が共同開発を5 

していたときに、双方の伝達役を担当していたものの、技術的な関与は一切

していなかった。 

原告は、被告会社において工場の作業に従事した後、被告Ａの補佐役とし

て勤務するようになった。被告会社は、製品の開発から製造、そして関連会

社である日本ライティングを通じた販売に至るまで、すべてを被告Ａが一手10 

に決定する体制の会社であることから、そのサポートをする補佐的役割の人

員が必要であり、原告にはその補佐役業務を担当させた。原告の主な業務は、

国内の取引先との連絡、社内各部署との調整、被告Ａの中国への出張時の同

行、中国から急ぎの部品を中国に出張し、日本にハンドキャリーで運ぶなど

であった。ただし、中国で協力工場を探したり、開発品の依頼、交渉や通訳15 

は、現地に社員として駐在している中国人のＨが、一貫して担当しており、

原告が単独で中国の会社を探したり、直接折衝したり行動することは、言葉

の問題もあり不可能であり、これまで一度もなかった。なお、原告は、被告

会社で研究開発に従事していたと主張するが、そもそも被告会社には研究開

発を担当するような部署自体が存在しない。 20 

原告が被告会社で何らかの研究や開発に取り組んでいた様子を見た社員

は一人もおらず、本を開いて勉強しているところを見かけた者もいない。こ

れは中国での活動においても同様である。 

以上のとおり、原告には、本件各発明に技術的関与ができるだけの知識も

経験もない。 25 

イ 特許Ｄ及び特許Ｆの発明者として原告の名前を記載したことについて 
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特許Ｄ及び特許Ｆの発明者欄には、原告の名前が記載されている。これは、

被告ＡがＤとの電話の中で「補助的役割をしたので、原告の名前も加えてあ

げてください。」と口頭で依頼したものであるが、下記(4)及び(6)のとおり、

原告は、発明Ｄ及び発明Ｆに何ら技術的関与をしておらず、原告の着想や構

想などを認めたものではない。このような配慮は、被告Ａがかつて多くの恩5 

を受けた元石原薬品の研究者、Ｋ（後に被告会社の取締役）からの教えを胸

に、自らの行動指針としてきた姿勢によるものである。被告Ａは、原告につ

いて、技術的な着想や創作には関与していないことを明確に理解しつつ、被

告Ａの出張時の飛行機・宿泊の手配や部品の緊急輸送（ハンドキャリー）な

ど、業務の補助的側面において一定の協力があったことに対する功労的・名10 

誉的・形式的な配慮として、発明者名に記載するに至ったものである。 

ウ 被告会社における高輝度ＬＥＤランプの開発に至る経緯 

被告会社は、平成２４年頃から、主要取引先であるＰＩＡＡ株式会社から

の依頼を受け、高輝度ＬＥＤランプの自社開発をしていた。そのような中、

被告会社は、同年８月頃、中国製のキセノンランプの仕入先であった株式会15 

社仁和のＬより、中国で開発中の高輝度ＬＥＤランプの試作品を紹介された。

被告Ａは、これを受け、同年９月１日に高輝度ＬＥＤランプに関する機密保

持契約を締結し、試作品及び構造が詳しく書かれた技術資料の提供を受けた。

このとき、Ｌは、被告会社に対し、この技術を２５００万円で売却したい意

向を示していた。 20 

被告Ａは、提供された試作品について、社内にある計測装置を用いて、明

るさなどの性能評価を行ったところ、輝度が必要な水準を大きく超えるもの

であった。そこで、既存の特許技術と重複がないかなどを確認するため、特

許調査をＢの事務所に依頼したが、その結果、ヒートパイプやアルミニウム、

銀を使用した先行技術が国内に５００件以上存在することが明らかになり、25 

この試作品を、そのまま製品化すれば他の特許を侵害する可能性が高いと判
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断した。そこで、被告ＡはＬに秘密保持契約の解除を申し入れ、このライセ

ンス技術の購入は見送られた。 

(2) 発明Ａについて 

ア 被告Ａが発明Ａに至った経緯 

(ｱ) 発明Ａは、光源支持体に、鋼アルミ棒を用いた高輝度ＬＥＤランプで5 

ある。被告会社の最初の高輝度ＬＥＤランプの技術開発において、Ｌから

紹介を受けたヒートパイプを用いた冷却方式の高輝度ＬＥＤランプの導

入を一旦、断念したが、被告Ａは、今後、自動車ランプはＬＥＤの時代に

なると確信していたことから、何を放熱や冷却の素材にすれば先行技術の

特許を侵害せずに製品化できるのかを考え続けていた。 10 

平成２５年頃、その具体的な検討に入り、銅とアルミニウムを材料にす

ることに照準を合わせ、Ｂの事務所に、関連する特許調査を依頼した。そ

の経緯が、乙１０号証のメールのやりとりの通りである。その中で、被告

Ａは、先行技術を回避することと、確実に権利化を狙うために、ＬＥＤ光

源支持体部に、銅材の表面をアルミニウムで被覆した特殊な材料を用いる15 

ことにした。 

すなわち、被告Ａは、平成２５年１月２４日、以前から自動車用塗料の

特許などで出願を依頼してきた東京のＢの事務所にその意向を伝え、特許

の状況の調査を依頼した（乙８）。そして、被告Ａは、同月２５日にＢの

事務所を訪問しメールで送付した内容を説明した。Ｂは、同年２月４日、20 

被告Ａに対し、メールで、銅やアルミを使用した多数の特許が出願されて

いるが工夫により特許になる可能性があると思う、との意見を記載したメ

ールを送信した（乙１０）。そこで、被告Ａは同月６日、Ｂに「ＬＥＤラ

ンプの特許申請に関して新規の技術を検討しているので、２月１５日に

（協議のため）訪問します」とのメールを送付した。このとき、被告Ａは、25 

銅は熱伝導効果が高く、アルミは放熱効果が高いので組み合わせると効果
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を発揮するのではないか、との経験からくる着想をもとに、ＬＥＤ照明を

点灯したときの熱を銅単体又はアルミ単体で処理するものは特許がある

が、銅とアルミを組み合わせたものは特許がないので特許が可能ではない

かと考えた。そこで、そのような製品を製作するためホームセンターに行

き植木鉢、砂、銅の棒と丸い木の棒を購入し、植木鉢に砂を入れて丸い棒5 

を中心に立てて砂を固め、棒を引き抜いた真ん中に銅の棒を立てて周囲に

１円玉を多数電気炉で溶かした純アルミを流し込みこれを冷やして作っ

た。これが特許Ａの原型である（乙１１①）。そして、これを中心にＬＥ

Ｄを装着し（乙１１②)、端に冷却フィンを取り付けＬが持参したＬＥＤ

照明（乙６)に類似した形状の試作品を完成させた（乙１１③)。 10 

(ｲ) 原告は、被告Ａのアシスタントとして被告Ａの実験を見ていたにすぎ

ない。なお、原告は、平成２４年秋・冬頃にこのような実験をしたと主張

するが（甲４６）、Ｂとのメールに先立つ日であり、その頃、実験をする

ことはあり得ない。 

(ｳ) 被告Ａは、平成２５年２月１５日に、試作品をＢの事務所に持参し、Ｃ15 

に経緯を説明し、どのような方向で特許を出願するか協議した。被告Ａは、

Ｃから、誰でも思いつくとして拒絶される可能性はあるが、出願する価値

はあるといわれたことから、出願に向けて明細書の作成を依頼した。 

イ 被告Ａが上記のような着想に至ったのは、Ｌから試作品として提供された、

ヒートパイプを使用したＬＥＤバルブの試作品を参考にしたためである。被20 

告Ａは同試作品の上部構造だけ変更を加え、ＬＥＤ光源支持体に使用されて

いた上部構造のヒートパイプ部だけを新たに発明した特殊な材料に置き換

えた。一方、下部構造のヒートシンク、電動ファンなどに関しては、Ｌの試

作品と同じになる。その結果、銅単体やアルミニウム単体の導熱体を用いた

類似する技術は多数確認されたが、銅の表面にアルミニウムを被覆した構造25 

は、先行技術に見られず、新規性が認められるとして権利化された。この導
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熱構造は、ＬＥＤなど高出力発光体の放熱課題を解決するうえで非常に有効

であり、重要な基盤技術となった。 

ウ 原告の関与がないこと 

原告は、特許Ａの明細書の作成に関して、被告Ａと共に東京へ出張し、Ｂ

弁理士との打合せに同席していたとも主張しているが、原告がその日に東京5 

出張をしていた記録は一切なく、被告会社のタイムカードによっても、原告

は、同日、通常どおり会社に出勤し、いつもと同じ時刻に、退勤していたこ

とが確認されている。 

なお、特許Ａの明細書に添付されている図面は、被告ＡがＢの事務所にお

いて手書きで作成したものであり、その資料が添付されて特許出願を行った。10 

そのため、図面作成の点でも原告は一切関与しなかった。 

エ 以上のとおり、原告は、発明Ａについて、何ら発明者たりうる関与をして

おらず、同発明は被告Ａが発明したものである。 

(3) 発明Ｂ及び発明Ｃについて 

ア 被告Ａが発明Ｂ及び発明Ｃに至った経緯 15 

発明Ｂ及び発明Ｃは、冷却構造に、ヒートパイプを用いた高輝度ＬＥＤラ

ンプである。 

これら二つの発明は、被告Ａが、先に出願した特許Ａよりも、ＬＥＤチッ

プの冷却効率をより高め、より高輝度化を実現するために、冷却方法にヒー

トパイプ方式を導入した技術に関するものであり、発明Ｂは、シングル型、20 

発明Ｃはダブル型となる（シングル型とは、ＬＥＤチップが光源支持体の左

右に１個ずつ搭載されており、自動車用ハロゲンランプのＨ１１型、Ｈ８型、

ＨＢ３型、ＨＢ４型に置き換わる交換用ＬＥＤランプとして主に使用される

ものである。ダブル型とは、ＬＥＤチップが光源支持体の左右に前後２個、

ハイビーム用、ロービーム用として搭載されており、ハロゲンランプのＨ４25 

型に置き換わるＬＥＤランプとして使用されるものである。）。 
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また、ロービーム側のＬＥＤチップには、下方向に出る光を遮光するため

の、遮光壁が備わり、運転席のレバー操作により、ハイビーム照射、ロービ

ーム照射として、光源支持体に搭載されたＬＥＤチップの点灯箇所が切り替

わる。 

Ｌが平成２４年９月１日に被告Ａに提供した資料は、シングル型のヒート5 

パイプ冷却方式に関する記述となっていたが、被告Ａは、先行技術の抵触回

避を第一の目的として、独自の構造と特徴を考案追加し、その上で、Ｂ及び

Ｃ並びに専門家の助言を受けながら特許明細書を作成し、出願Ｂ及び出願Ｃ

を行なった。 

イ 原告は、これらの特許に関する打ち合わせに関与していた事実は一切なく、10 

特許明細書作成に関わるＢおよびＣとの打ち合わせにも同席していない。そ

の他、原告は、発明Ｂ及び発明Ｃに対し、何ら技術的に関与していない。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｂ及び発明Ｃについて、何ら発明者たりうる

関与をしておらず、同各発明は被告Ａが発明したものである。 

(4) 発明Ｄについて 15 

ア 被告Ａが発明Ｄに至った経緯 

発明Ｄは、光源支持体と、ヒートシンクの中心軸をずらしたＬＥＤバルブ

である。 

平成２９年６月以降に生産された、トヨタアクア車両に、被告会社が製造

販売するＬＥＤバルブを取り付けた場合に、車両に標準装備されているオー20 

トレベライザー機能が作動すると、ＬＥＤバルブのヒートシンク部と自動車

灯具の上面の一部が干渉して動かなくなってしまう事案が発生した（（乙１３

①②）。このクレームを受け、直ちにお詫びも兼ねて、被告Ａは、一人で装

着車両の確認に出向き、この干渉する問題を解決するため、現場の整備担当

者と装着車両を見ながら検討を行った。 25 

簡単な解決方法としては、灯具と干渉しない大きさにヒートシンクの外径
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を小さくすることで、灯具との干渉を回避することが考えられた。しかし、

ヒートシンクを小さくした場合、放熱面積が損なわれて、ＬＥＤチップの温

度上昇による明るさの低下と、寿命の低下に繋がり、ハロゲンランプからＬ

ＥＤに交換する意味が無くなってしまう。そこで、被告Ａが、現場で問題の

装着車両を良く見てみると灯具のバルブ挿入口の下側スペースに空間があ5 

り、光源支持体と、ヒートシンクの中心軸をずらすことで、より大きなヒー

トシンクを装備できることに気づき、被告会社に戻って、周囲の関係者にそ

の内容を伝え、Ｏに図面の作成や模型の作成を指示して、試作品を作り、実

車装着を行った（乙１４）。 

その結果、被告会社は、ＬＥＤバルブの光源支持体と、ヒートシンクの中10 

心軸をずらした構造を特徴としたＬＥＤバルブの発明Ｄに至り、出願Ｄを行

なった。 

イ 原告は、発明Ｄに対し、被告Ａの補助的役割をしたに過ぎず、そのために、

恩情として発明Ｄの発明者として出願したが、実際には、何ら技術的な関与

をしていない。 15 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｄについて、何ら発明者たりうる関与をして

おらず、同発明は被告Ａが発明したものである。 

(5) 発明Ｅについて 

ア 発明Ｅは、灯具のバルブ挿入口の防水カバーの蓋内にＬＥＤドライバーを

設置したものである。 20 

この製品は、特許Ｄに記載されたＬＥＤバルブ部とセットで使用する製品

となり、ヘットライト灯具のバルブ挿入口の防水用カバー、蓋に関するもの

である。ＬＥＤドライバー基板を、防水カバーの蓋内に設置収納する構造が

特徴となる。 

被告会社のＬＥＤバルブは、ケーブルで繋がれた「金属製ケース内に収納25 

されたドライバー」が必要であり、灯具のバルブ挿入口に（蓋）防水カバー
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が付いている車両の場合、金属製のドライバーを灯具内の空きスペースに設

置するか、設置するスペースが無い場合は、（蓋）防水カバーの表面に穴を

開けて、配線を通し、外側に金属製のドライバーを設置する必要があった。

個人の責任で穴を開けて改造することは可能であるが、工業製品として簡単

に安全に取り付けを行うことが難しかった。 5 

そこで、被告Ａは、この問題を解決する方法として、車両製造段階から、

キセノンランプ仕様になっている車両の場合、ヘットライト灯具のバルブ挿

入口の防水カバーの役割をする蓋の中にキセノンランプのバラストと呼ば

れる電子部品が中に収納されていたのを思い出し、この問題のＬＥＤのドラ

イバーも、防水カバーである蓋の中に設置収納するアイデアを思い付いた。 10 

これにより、ＬＥＤドライバーの電子基板を灯具の防水カバー、蓋内に合

理的に収納できるようになり、従来必要とされた、ドライバーをヘッドライ

ト灯具の内外部に設置するなどの手間のかかる作業がなくなった。 

また、この防水カバーや蓋にアルミ製筐体を採用することで、電子部品の

放熱性が大幅に向上し、アルミニウムの高い熱伝等性により、ドライバー回15 

路から発生する熱を効率的に外部へ放出することができ、長期的な安定動作

および寿命の延長が図られる。そして、灯具との接合部には防水性を確保す

るためのシール構造を備えており、雨水や粉塵の侵入を防止することで、屋

外環境下での使用にも適している。そのため、これまで問題となっていた、

取付けなどの問題が全て解決され、防水性と放熱性を両立した堅牢な灯具構20 

造が実現することができたことから、被告Ａは出願Ｅを行なった。 

イ 原告は、発明Ｅに対し、被告Ａの補助的役割をしたに過ぎず、何ら技術的

に関与していない。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｅについて、何ら発明者たりうる関与をして

おらず、同発明は被告Ａが発明したものである。 25 

(6) 発明Ｆについて 
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ア 発明Ｆは、当初設定した点灯色を記憶する機能を有するＬＥＤバルブであ

る。これにより、点灯色（黄色／白色）を任意に設定でき、電源のオンオフ

を繰り返しても初期設定された点灯色が保持される記憶機能を有するＬＥ

Ｄフォグランプができる。 

被告会社では、各地の営業担当者から日常的に、他メーカーの動きや、市5 

場クレーム、他社の新製品情報などを、社長である被告Ａに直接報告する習

慣があり、全国の各営業担当者は、情報を得るたびに被告Ａに直接報告をし

ていた。その中で競合メーカーであるＩＰＦ社が先行して、新製品として、

フォグランプの点灯色を任意に切り替えることができるＬＥＤフォグラン

プバルブを発売していたことを知った。ところが、走行中にトンネルなどを10 

通過すると車両のオートライト機能の影響で点灯、消灯が繰り返され、勝手

に色が変わってしまい、左右の点灯色が変わってしまうなどのクレームが発

生していることを被告会社の営業担当より報告を受けた。 

そこで、被告Ａは、初期に設定をした点灯色を記憶する機能を追加するこ

とで問題が解決できると考え、通訳のＨを通じ、中国のドライバー開発会社15 

であるエナジー社に開発費を支払い、開発を委託した。そして、エナジー社

から開発に成功した旨の連絡を受け（乙１９①②、２０①②）、その回路図

をもとに、Ｄが明細書案を作成し、被告Ａが内容を確認し、出願Ｆを行った。 

イ 原告は、発明Ｆに対し、被告Ａの補助的役割をしたに過ぎず、そのために、

恩情として発明Ｆの発明者として出願したが、実際には、何ら技術的な関与20 

をしていない。 

ウ 以上のとおり、原告は、発明Ｆについて、何ら発明者たりうる関与をして

おらず、同発明は被告Ａが発明したものである。 

２ 争点２（本件各発明の特許法３５条７項の「相当の利益」の額）について 

【原告の主張】 25 

本件各発明に関し、原告が受けるべき相当の利益の額は、以下のとおり、７４
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７０万円を下回らない。 

(1) 特許Ａについて 

ア 特許Ａの実施品 

特許Ａの実施品としては、市販の自動車の照明灯のハロゲンランプをＬＥ

Ｄランプに交換するための商品がある。 5 

イ 売上高 

特許Ａの実施品の、平成２５年１１月から平成２９年４月までの売上高は、

２６億４６００万円（＝月平均７０００セット×セット単価９０００円×４

２月）を下らない。 

ウ 超過売上高 10 

特許Ａの実施品の上記売上高のうち、特許Ａによって生じた超過売上率は

５０％を下回らないから、超過売上高は１３億２３００万円（＝２６億４６

００万円×５０％）を下回らない。 

エ 実施料率 

実施料率は１０パーセントを下らない。 15 

オ 相当の利益の額 

以上のとおり、上記期間の特許Ａによって被告会社がうけるべき利益の額

は１億３２３０万円（１３億２３００万円×１０％）を下回らない。 

(2) 特許Ｂ及び特許Ｃについて 

ア 特許Ｂ及び特許Ｃの実施品 20 

特許Ｂ及びＣの実施品としては、ヒートパイプ、ファン付きモータと放熱

フィンによってＬＥＤバルブからの熱を効率よく排熱させ、長時間点灯して

も明るさを維持できるＬＥＤバルブを有する照明灯用の部品がある。 

イ 売上高 

特許Ｂ及び特許Ｃの実施品の、平成２７年１２月から平成２９年３月まで25 

の売上高は、２億８８００万円（＝月平均１５００セット×セット単価１万
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２０００円×１６月）を下らない。 

ウ 超過売上高 

特許Ｂ及び特許Ｃの実施品の上記売上高のうち、特許Ｂ及びＣによって生

じた超過売上率は５０％を下回らないから、超過売上高は１億４４００万円

（＝２億８８００万円×５０％）を下回らない。 5 

エ 実施料率 

実施料率は１０パーセントを下らない。 

オ 相当の利益の額 

以上のとおり、上記期間の特許Ｂ及び特許Ｃによって被告会社がうけるべ

き利益の額は１４４０万円（１億４４００万円×１０％）を下回らない。 10 

(3) 特許Ｄ及び特許Ｅについて 

ア 特許Ｄ及び特許Ｅの実施品 

特許Ｄ及び特許Ｅの実施品としては、トヨタアクア向けの防水カバー付Ｌ

ＥＤ照明灯がある。 

イ 売上高 15 

特許Ｄ及び特許Ｅの実施品の、平成２９年９月から令和６年８月までの売

上高は、１１億７６００万円（＝月平均７００セット×セット単価２万円×

８４月）を下らない。 

ウ 超過売上高 

特許Ｄ及び特許Ｅの実施品の上記売上高のうち、特許Ｄ及び特許Ｅによっ20 

て生じた超過売上率は５０％を下回らないから、超過売上高は５億８８００

万円（＝１１億７６００万円×５０％）を下回らない。 

エ 実施料率 

実施料率は１０パーセントを下らない。 

オ 相当の利益の額 25 

以上のとおり、上記期間の特許Ｄ及び特許Ｅによって被告会社がうけるべ
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き利益の額は５８８０万円（５億８８００万円×１０％）を下回らない。 

(4) 特許Ｆについて 

ア 特許Ｆの実施品 

特許Ｆの実施品としては、２色切替モデルのＬＥＤ照明灯がある。 

イ 売上高 5 

特許Ｆの実施品の、令和元年５月から令和６年８月までの売上高は、８億

７０００万円（該当製品２製品分の合計）を下らない。 

ウ 超過売上高 

特許Ｆの実施品の上記売上高のうち、特許Ｆによって生じた超過売上率は

５０％を下回らないから、超過売上高は４億３５００万円（＝８億７０００10 

万円×５０％）を下回らない。 

エ 実施料率 

実施料率は１０パーセントを下らない。 

オ 相当の利益の額 

以上のとおり、上記期間の特許Ｆによって被告会社がうけるべき利益の額15 

は４３５０万円（４億３５００万円×１０％）を下回らない。 

(5) 使用者貢献度 

本件各発明に対する使用者貢献度は７０％とすることが相当である。 

(6) まとめ 

ア 本件各発明により被告会社が受けた相当の利益合計 20 

２億４９００万円（＝１億３２３０万円＋１４４０万円＋５８８０万円＋

４３５０万円） 

イ 使用者貢献度相当分 

１億７４３０万円（＝２億４９００万円×７０％） 

ウ 発明者が受けるべき相当な対価 25 

７４７０万円（＝２億４９００万円－１億７４３０万円） 
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エ 原告が受けるべき相当な対価 

本件各発明は、いずれも、原告が単独で発明したものであるから、上記ウ

の全額が、原告が受けるべき相当な対価となる。 

【被告会社の主張】 

争う。 5 

３ 争点３（発明Ａに関する職務発明対価請求権の消滅時効の成否）について 

【被告会社の主張】 

(1) 仮に原告が発明Ａの発明者であったとしても、原告は、遅くとも、被告会社

が出願Ａをした平成２５年４月１７日には、同発明の特許を受ける権利を被告

会社に譲渡し、その一方で、職務発明対価請求権を行使できる状態となった。 10 

(2) 平成２５年４月１７日から１０年が経過し、被告会社は、同職務発明対価

請求権について消滅時効を援用した。 

(3) よって、発明Ａに関する職務発明対価請求権は時効により消滅した。 

【原告の主張】 

被告会社は、本件訴訟においてもなお、原告が発明Ａの発明者であることを否15 

認しているから、出願Ａの時点で、原告と被告会社の間で、発明Ａに関する特許

を受ける権利が譲渡されたことはないし、現時点でも、譲渡合意は成立していな

い。 

そうすると、原告が、被告会社に対して職務発明対価請求権を行使することは、

現時点でもなお、現実に期待することができないというべきであり、その消滅時20 

効は、原告が、同特許を受ける権利が被告会社に譲渡されたことを追認し、かつ、

被告会社が原告を発明Ａの発明者と認めるか、訴訟によりそのことが確定するか

したときでなければ起算しない。 

よって、発明Ａに関する職務発明対価請求権に関する消滅時効は、未だ進行し

ていない。 25 

４ 争点４（発明者名誉権侵害及び故意） 
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【原告の主張】 

被告会社及びその代表取締役である被告Ａは、発明ＡないしＣ及び発明Ｅにつ

いて、原告が発明者又は共同発明者であることを知りながら、その各特許出願に

おいて、原告を発明者として記載しなかったのであるから、その行為は、原告の

発明者名誉権を故意に侵害する違法なものである。 5 

【被告らの主張】 

否認ないし争う。 

５ 争点５（発明者名誉権侵害よって原告に生じた損害額）について 

【原告の主張】 

被告らによる上記の発明者名誉権侵害によって原告に生じた精神的苦痛を金10 

銭評価するならば、発明一つあたり５０万円（（発明４つで合計２００万円）を下

回らない。 

【被告らの主張】 

争う。 

第４ 判断 15 

１ 掲記の証拠（枝番含む。以下同じ）並びに原告本人、被告Ａ本人兼被告会社代

表者（以下単に「被告本人」という。）、証人Ｃ、証人Ｄ及び弁論の全趣旨によ

れば、以下の事実が認められる。 

(1) 原告の経歴等 

ア 原告は、昭和６１年３月２０日、岡山理科大学理学部応用化学科応用化学20 

専攻課程を卒業した（甲１２８）。 

イ 原告は、同校を卒業した後、大阪府八尾市のプラスチック成型会社に就職

した。その後、原告は、平成元年に、モトクロスの用品やゴーグルの輸入商

社であるＦＥＴ株式会社に入社し、二輪用品の営業業務に従事した（乙１）。 

ウ 原告は、平成１０年１０月１６日、ネリキガス株式会社に転職し、工業用25 

ガスの配達及びガスの販売業務に従事した。この頃、営業先であった、大阪



33 

 

大学において電子デバイスの応用方法等について研究をしていたＧと知り

合った。（乙１、２８） 

エ 原告は、平成１２年、ベロフジャパン株式会社に転職し、同社で、自動車

ＨＩＤランプの営業販売業務に従事した。同社は、その後、新たに自動車Ｈ

ＩＤランプを販売する、シーバスリンク株式会社を設立し、原告は、同社で5 

自動車ＨＩＤランプの営業販売業務に従事した。（原告本人、乙１、４） 

オ シーバスリンク株式会社は、自動車用ＬＥＤ照明を開発するため、研究者

を探していたところ、原告が、同社に、ネリキガス株式会社在職中に知り合

ったＧを紹介した。その後、シーバスリンク株式会社とＧは、自動車用ＬＥ

Ｄ照明の研究に着手したが、最終的に、期待していた性能の試作品を作るこ10 

とができなかったことから、共同研究は中止した。このとき、原告は、シー

バスリンク株式会社とＧの間の連絡役を務めた。（原告本人、甲１２９、乙

１、４） 

カ 原告は、平成１７年１２月１日、被告会社に転職した。その後、遅くとも

平成２７年５月１９日から令和４年１２月２８日までの間、被告会社の代表15 

権のない取締役を務め、自動車用ランプの加工製造及び販売の一切の業務に

従事する部長職の者との肩書が与えられていたが、技術開発などの特定の具

体的業務が定められていたわけではなく、代表取締役の補助者としての役割

を担っていた。（甲１、１９、２０） 

(2) 被告会社が、本件各発明に着手した経緯等 20 

被告会社は、平成２４年頃から、主要取引先であるＰＩＡＡ株式会社から

の依頼を受け、高輝度ＬＥＤランプの自社開発をしていた。そのような中、

被告会社は、同年８月頃、中国製のキセノンランプの仕入先であった株式会

社仁和のＬより、中国で開発中の高輝度ＬＥＤランプの試作品を紹介された。

このとき、Ｌは、被告会社に対し、この技術を２５００万円で売却したい意25 

向を示していた。 
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被告Ａは、株式会社仁和と秘密保持契約を締結したうえで、試作品の提供

を受け、性能評価を行ったところ、輝度が必要な水準を大きく超えていた。

しかし、既存の特許技術と重複がないかなどを確認するため、特許調査をＢ

の事務所に依頼したところ、ヒートパイプやアルミニウム、銀を使用した先

行技術が国内に５００件以上存在することが明らかになり、この試作品をそ5 

のまま製品化すれば他の特許を侵害する可能性が高いことが判明した。そこ

で、被告ＡはＬに秘密保持契約の解除を申し入れ、このライセンス技術の購

入は見送られた。 

その後、被告会社は、Ｌから提供を受けた上記試作品に着想を得て、高輝

度ＬＥＤ照明の自社開発を進めた。（乙７、８、被告本人） 10 

本件各発明及び本件各出願は、このような被告会社における高輝度ＬＥＤ

照明の開発に関わるものとして行われたものであり、詳細な事実経過は、別

紙２「時系列表」記載のとおりであった。 

また、同時系列表中でファイルのプロパティ上の作成者ないし保存者が 

Ｊ’ となっているものは、被告会社の従業員で、ＣＡＤによる図面作成の15 

技能を有するＪが作成ないし保存したものであった。（（乙２７、弁論の全趣

旨） 

(3) 原告の退職 

原告は、令和５年１０月３１日に被告会社を退職したが、その過程は円満

なものではなかった。原告は、被告会社の退職に際し、本件各発明などに関20 

する被告会社内の資料、メールなどを大量に持ち出し、現在に至るまで保有

している。 

また、本件各出願が特許登録に至った際、原告にもそのことは知らされた

が、原告は、被告会社を退職する頃までの間、本件各特許の発明者が特許公

報上誰と記載されているかを知らず、その点に注意を向けて、特許公報を閲25 

覧することもなかった。（（甲１２９、原告本人、別紙２「時系列表」掲記の
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甲号証、弁論の全趣旨） 

(4) 事実認定の補足説明 

ア プロパティ上の作成者や前回保存者が  Ｊ’ となっているファイルに

ついて 

原告は、自らが発明者である根拠として提出したＣＡＤ図面などのファイ5 

ルにつき、別紙２「時系列表」記載のとおり、プロパティ上の作成者や前回

保存者が、 Ｊ’ となっているものについて、真実は、原告が作成したも

のであるが、原告が使用するパソコンにインストールされていたエクセルの

インストールメディアをＪ（（旧姓のＪ’を称していた）から提供されたこと

から、ユーザー名が Ｊ’ となっているに過ぎないと主張する。 10 

しかし、原告の主張も前提とするとおり、当時の被告会社には、旧姓のＪ’

を称するＪが在籍し、ＣＡＤによる図面作成の技能も有していた（乙２７、

被告本人、弁論の全趣旨）のであるから、プロパティ上 Ｊ’ 名義となっ

ていた上記各ファイルは、Ｊが作成ないし保存したものと見るのがごく自然

なことである。他方、原告の上記主張は客観的な裏付けを欠くもので、それ15 

らファイル及びその内容の作成者が原告であることを積極的に示す証拠が

あるものではない。また、原告は、本人尋問において、当時使用していたパ

ソコンのログイン名が原告名義であったこと、そのため、インストール中に

デフォルトで表示されるユーザー名が原告のものであったことは認めてい

るところ、原告の主張するとおりであるとすると、原告は、自分のパソコン20 

にエクセルをインストールする際、あえて、Ｊ名義でインストールしたこと

となるが、裏付けのないままで直ちには信用しがたい事実経過といえる（（原

告は、ライセンス上の問題があったとも述べるが、ユーザー名をＪ名義にし

たからといってライセンス上の問題が解決されるわけではない。）。 

以上からすると、プロパティ上の作成者や前回保存者が Ｊ’ となって25 

いるファイルについては、被告会社従業員で、ＣＡＤを用いての図面作成の
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技能を有するＪが作成ないし保存したものとする被告らの主張、立証（乙２

７、被告本人）に信ぴょう性がある一方、これを否定した上で自らが作成、

保存したものであるとする原告の主張は採用できない。 

イ 被告らが、必要な証拠を開示しないとの主張について 

原告は、原告の発明者性を基礎付けるために必要な図面やメール等につい5 

て、被告らが十分な開示や証拠提出をしないなどと論難するが、別紙２「時

系列表」で掲記した甲号証をはじめ、原告は、被告会社を退職するに際し、

被告会社で保管、保存されていた本件各発明に係る資料、メールなどを大量

に、かつ、広範囲にわたって持ち出したものといえる。本件において、それ

自体の当否を論じるものではないが、原告は、自らに有利に利用し得る資料10 

などを被告会社から既に持ち出したものと言わざるを得ないところ、原告の

発明者性を根拠づける他の証拠が被告らのもとに存在する可能性を念頭に

おいての訴訟進行ないし証拠評価などをすべき事案とはいえない。 

２ 争点１（原告が本件各発明の発明者であるか）について 

(1) ある発明に関し、発明者であるというためには、発明が自然法則を利用し15 

た高度な技術的思想であることに鑑み、そのような技術的思想を当業者が実施

できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者

といえることを要するもので、その過程に一定の関わりがあったとしても、単

なる補助者や管理者は発明者たり得ない。 

以上の点を踏まえ、原告が、本件各発明の発明者であるかを検討する。 20 

(2) 本件各発明に共通する部分 

ア 原告の経歴及び能力 

前記認定事実のとおり、原告は、岡山理科大学理学部応用化学科を卒業し

てから、主として営業職を担当していたものの、技術開発に主体的に携わっ

ていたとは認められない。また、原告が被告会社に就職するまでに、本件各25 

発明に関連する、ＬＥＤ照明や電気回路、図面作成等の技術的な業務に携わ
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っていたとも認められない。 

本件各発明は、いずれも、自動車等に用いられる高輝度ＬＥＤに関するも

のである。ここで、原告は、被告会社に在籍していたとき、自動車用ランプ

の加工製造及び販売の一切の業務に従事している部長職の肩書を与えられ

ていたが、開発に関連する部材の調達や営業担当者として、そのような肩書5 

が与えられていたとしても矛盾するものではない。また、原告は、ベロフジ

ャパン株式会社（（後にシーバスリンク株式会社）に在籍していたとき、同社

と大阪大学所属の工学研究者であるＧとの高輝度ＬＥＤ照明に関する共同

研究に関与し、技術的な知見を得たと主張するが、原告本人尋問及び陳述書

（甲１２９）でも、両名の間の連絡役を超えて技術的に関与したとする具体10 

的な内容を明らかにしておらず、その他、原告が、同共同研究等を契機とし

て、ＬＥＤ照明に関する技術的知見を得たものとは認められない。 

確かに、原告は、被告会社内外の者と、ＬＥＤ照明に関するメール等のや

り取りをしているが、部材の調達や営業担当者として知るべき一般的知見を

超えて、本件各発明の開発に関与できるほどの知見があったとまでは認めら15 

れない。 

そうすると、原告の経歴から、原告が本件各発明をなす能力があったとは

直ちに認められない。 

イ 電源の設計について 

原告は、発明Ｄ以外の発明について、その実用化に向けた電源の設計をし20 

たと主張する。しかし、原告が被告会社から持ち出した資料などの証拠に基

づいても、そこから認定できる事実関係は、別紙２「時系列表」を含めた前

記認定事実のとおりであり、それら発明に関する適切な電源の設計を原告が

行っていたことを示すメール、図面、技術文書等が存在しているとは認めら

れない。この点、原告が証拠提出する資料（（甲１１３）は、原告が外注先と25 

の調整業務を行っていたことを示す程度のものである上、本件各出願が全て
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なされた後の令和４年１１月２日作成のもので、本件各発明の創作につなが

るような貢献を原告が行ったことを裏付けるものとはいえない。 

ウ 以上の本件各発明に共通する事情の検討も前提に、以下、本件各発明につ

いて個々に検討する。 

(3) 発明Ａについて 5 

ア 前記前提事実及び認定事実のとおり、発明Ａは、高輝度ＬＥＤ照明が長時

間使用されると、発熱の関係で発光効率が低下することを課題とし、これを

解決するために、銅とアルミニウムを用いた構造体で散熱効率を上昇し、発

光効率を維持したものであること、被告会社は、平成２４年９月１日頃から、

高輝度ＬＥＤ照明に関する開発を進め、被告Ａが、平成２５年１月２４日頃10 

には、Ｌから提供された試作品をもとに、導熱棒からヒートシンクに熱を伝

えたのちに、ファンで散熱させるという発明Ａの基本的な着想に至っていた

こと、その際、先行発明との抵触を避けるため、具材を変えようとしたこと、

被告Ａ及び被告会社技術顧問のＫと弁理士であるＢ及びＣとの間で、出願Ａ

に至るまで、明細書の記載事項について、メールや対面での打合せが行われ15 

ていたことが認められる。 

このように、発明Ａは、ＬＥＤ照明の発熱と発光の間に課題があることを

踏まえ、被告Ａがその解決方法を着想し、具体化したものであるから、被告

Ａが発明者であったと認められる。 

イ 一方、出願Ａまでの原告の関与について検討すると、具材の性能等をまと20 

めたデータやＣＡＤ図面が作成されているものの、いずれも、Ｊが作成した

ものであり、原告が作成したものとは認められない。この点、エクセルファ

イルの一部には、原告の印影を模した画像が張り付けられたものがあるが、

原告が部長職としての肩書を付与されていたことから、決裁ないし供閲した

ことを示したものとも解しうるところであり、これを超えて、原告が技術的25 

に関与した結果、これらのファイルが作成されたものと認めるに足りる証拠



39 

 

はない。 

ウ また、特許Ａの明細書に添付された図面は、その形態から、手書きで作成

されたものと認められる（（甲２、証人Ｃ、被告本人）が、原告が図面作成に

関与したとも認められないし、その他、原告が、発明Ａについて発明者たり

うる関与をしたと認めるに足りる証拠はない。 5 

エ 結局のところ、発明Ａ又はこれに関連しうる事項について、メールなどの

証拠上認められる原告の関与は、部材の仕入れや試作品の発注といった業務

としてのものであり（（甲５２～５５、１４３～１６６）、発明者と認定する

に足りるだけの創作活動に関与したとはいえない。 

オ 以上のとおり、原告が発明Ａの発明者であるとは認められない。 10 

(4) 発明Ｂ及び発明Ｃについて 

ア 発明Ｂ及び発明Ｃは、前記(3)アと同様の、ＬＥＤ照明の発熱に伴う光度

低下を防止することを課題としたものであり、その解決手段として、ヒート

パイプ、ファン付きモータと放熱フィンを使用したというものである（発明

Ｂ及び発明Ｃは、自動車への搭載方法が異なるが、技術的観点から、本質的15 

な相違があるとは認められない。）。そして、これらの発明についても、被

告Ａは、Ｌから提供された試作品に着想を得たうえで、弁理士であるＢ及び

Ｃと協議の上、出願Ｂ及び出願Ｃに至ったことが認められる（被告本人、証

人Ｃ） 

イ 一方、原告の関与について検討するに、出願Ｂに至るまでの間、原告は、20 

被告会社の従業員であるＨ、Ｉ、Ｊ、Ｎや他社（株式会社フジクラ）の従業

員であるＭなどと、発明Ｂ及びＣに係る図面等のやり取りをしていたことが

認められる。しかし、原告が、社内外の情報流通上一定の取次ぎ、調整等の

役割を担う以上に、これらの図面等を自ら作成したと認めるに足りる証拠は

ない。むしろ、原告は、平成２６年８月１８日に、株式会社フジクラに対し、25 

上記発明の部材となる薄型ヒートパイプについての問い合わせをしている
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が、一般的な資料の提供を受けたり、量産後の納品条件等について問い合わ

せたりしたにとどまっており、発明Ｂ及び発明Ｃに至るような技術的なやり

取りはしていない。また、被告会社内でのやり取りを見ても、Ｈは、出願Ｃ

の後の平成２７年６月１８日、Ｎに対し、メールで、カップシェードのサン

プル品の加工方法という技術的な問い合わせをしているが、そのときも、原5 

告に対しては、ｃｃで同メールを同送したに過ぎない（甲９９～１０１）。 

ウ また、特許Ｂ及び特許Ｃの明細書に添付された図面は、その形態から、被

告Ａが手書きで作成されたものと認められる（（甲３、４、証人Ｃ、被告本人）

が、原告が図面作成に関与したとも認められないし、その他、原告が、発明

Ｂ及び発明Ｃについて発明者たりうる関与をしたと認めるに足りる証拠は10 

ない。 

エ 結局のところ、発明Ｂ及び発明Ｃについても、証拠上認められる原告の関

与は、上記のような社内外での情報流通や調整、部材の仕入れといった業務

としてのものであり、発明者と認定するに足りるだけの創作活動に関与した

とはいえない。 15 

オ 以上のとおり、原告が発明Ｂ及び発明Ｃの発明者であるとは認められない。 

(5) 発明Ｄ及び発明Ｅについて 

ア 発明Ｄ及び発明Ｅは、トヨタアクア車両に、被告会社が製造販売するＬＥ

Ｄバルブを取り付けた場合に、車両に標準装備されているオートレベライザ

ー機能が作動すると、ＬＥＤバルブのヒートシンク部と自動車灯具の上面の20 

一部が干渉して動かなくなってしまうという問題に対し、光源支持体と、ヒ

ートシンクの中心軸をずらすことで、より大きなヒートシンクを装備できる

ようにするとともに、これを格納する交換防水円筒状カバーの形状を工夫す

ることで、ＬＥＤドライバーの電子基板を灯具の防水カバー、蓋内に合理的

に収納できるようになり、従来必要とされた、ドライバーをヘッドライト灯25 

具の内外部に設置するなどの手間のかかる作業をなくしたものである。 
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イ 原告は、特許Ｄの特許公報に発明者として被告Ａとともに名前が記載され

ており、発明ＤのＬＥＤ前照灯と同種のデザインを有する自動車用発光ダイ

オードランプに係る意匠についても被告Ａとともに創作者として名前が記

載されている。しかし、発明Ｄ及び発明Ｅは、いずれも、これらを搭載する

車両との物理的な干渉を回避するための発明であり、形状が重要なものとな5 

るところ、同各発明に至るまでの間、その形状に係る図面を作成したのは専

ら被告会社従業員のＯであり、原告は、Ｏから図面の提供を受けていたに過

ぎない。そして、原告が、Ｏに対し、発明Ｄ及び発明Ｅが解決しようとする

課題を踏まえたうえで図面を作成するように具体的な指示をしていたと認

めるに足りる証拠はない。 10 

ウ この点、原告は、図面作成者がＯであることを認めつつ、Ｏに図面作成を

指示していたのは自らである旨供述する一方、Ｏは、これらの図面は、被告

Ａからの指示に基づいて作成したとの内容の陳述書を提出し（（乙１６）、被

告本人の供述もこれに沿うものであるが、上記認定事実に表れている本件の

事実経過全体や前記(2)ないし(4)の検討に鑑みれば、Ｏ作成の図面について、15 

そこに具現化された上記技術思想が原告の指示に基づくものであったとい

う趣旨の原告の供述をにわかに信用することは困難である一方、Ｏの陳述書

の内容の信用性を認めることができ、ほかに、原告が発明Ｄ及び発明Ｅの発

明者たり得る関与をしていたことを認めるに足りる証拠はない。 

エ 以上のとおり、原告が発明Ｄ及び発明Ｅの発明者であるとは認められない20 

（被告会社が、発明Ｄに係る特許出願において、発明者として、被告Ａに加

え、原告と記載したのは、その当否はともかく、被告本人の供述するとおり、

補助者として一定の関わりをした原告に名誉上の報奨をする趣旨であった

と理解される。）。 

(6) 発明Ｆについて 25 

ア 発明Ｆは、当初設定した点灯色を記憶する機能を有することで、点灯色（黄
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色／白色）を任意に設定でき、電源のオンオフを繰り返しても初期設定され

た点灯色が保持される記憶機能を有するＬＥＤフォグランプを提供するこ

とを目的とするものである。 

このように、発明Ｆは、点灯色の記憶や、電源のオンオフに伴う制御が重

要な点となるところ、原告が発明Ｆに関与したことを示すものとして主張、5 

供述する事実は、いずれも、物理的な形状に関するものや、作用効果の抽象

的な描写程度にとどまり、原告本人尋問においても、発明Ｆに必要な制御方

法に関する具体的な着想内容等を明らかにしない。 

また、被告会社は、令和元年８月１０日頃、中国のエナジー社に対し、２

色切り替え式ＬＥＤ点灯色記憶型ドライバーの開発を委託し、その成果を用10 

いて発明Ｆに至ったものといえる（乙１９、２０）ところ、同社代表者は、

原告が開発に参加したことはない旨、述べており（乙１９）、かかる陳述は

信用できるところ、その信用性を覆すに足りる証拠はない。 

イ 他方、原告は、発明Ｆの実用化についても貢献したとして、その基礎とな

る図面（（甲４３～４５）を作成したと主張する。しかし、発明Ｆは、２色の15 

切り替えを制御することが発明の効果とされているものであるが、原告が指

摘する上記図面を見ても、制御に関する記載はない。そうすると、それら図

面を原告が作成したことを認めるに足りる証拠がない点をおくとしても、原

告が、発明Ｆの実用化に貢献したとも認められない。 

ウ 以上のとおり、原告が発明Ｆの発明者であるとは認められない（（被告会社20 

が、発明Ｆに係る特許出願において、発明者として、被告Ａに加え、原告と

記載したのも、その当否はともかく、被告本人の供述するとおり、補助者と

して一定の関わりをした原告に名誉上の報奨をする趣旨であったと理解さ

れる。）。 

(7) まとめ 25 

以上のとおり、原告が本件各発明の発明者であるとは認められない。 
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第５ 結論 

 以上の次第で、原告の本件請求は、その余の争点について判断するまでもなく、い

ずれも理由がないから、全部棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法６１

条を適用して、主文のとおり判決する。 

 5 

 大阪地方裁判所第２１民事部 

 

 

 

  裁判長裁判官 10 

                                

              松  川  充  康 

 

 

     裁判官 15 

                                

              島  田  美（喜（子 

 

 

     裁判官 20 

                               

              西  尾  太  一 
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（別紙１） 

クレーム等目録 

１ 特許Ａ 

【請求項１】 

発光ダイオードが搭載されている半導体基板を固着したアルミニウム板を、銅5 

製の熱伝導棒に直接固定し、当該固定されたアルミニウム板部位の熱伝導棒部位

を除いて、遮光壁Ａと遮光壁Ｂを形成するように、銅製の熱伝導棒の表面をアル

ミニウムで口金に達する部位まで被覆した上部構造と、長い銅製の熱伝導棒を有

する下部構造からなる銅製の熱伝導棒で連結された光源支持体を、長い銅製の熱

伝導棒で、口金を介して中心部が空洞になっているアルミニウム製放熱台座に嵌10 

合させ、銅製の熱伝導棒の先端部が空洞部の奥深く侵入した位置で固定し、空洞

部の空気で銅製の熱伝導棒の冷却することにより、発光ダイオードからの発熱を

アルミニウム製放熱台座で逃がすことを特徴とする発光ダイオードを用いた照

明灯。 

【請求項２】 15 

発光ダイオードが搭載されている半導体基板を固着したアルミニウム板を、銅

製の熱伝導棒に超音波溶接により直接固定した構造の請求項１に記載した発光

ダイオードを用いた照明灯。 

【請求項３】 

光源支持体の下部構造である長い銅製の熱伝導棒を、口金を介して中心部が空20 

洞になっているアルミニウム製放熱台座に嵌合させ、銅製の熱伝導棒の先端部が

空洞部の奥深く侵入した位置で固定し、溶融したアルミニウムを口金側の空洞部

の空間に流し込み、アルミニウム製放熱台座の口金側の熱伝導棒の一部を固定し

た請求項１又は２に記載した発光ダイオードを用いた照明灯。 

【請求項４】 25 

前記光源支持体の上部構造のアルミニウム表面に放熱用の溝若しく放熱用フ
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ィンを設け、かつ、放熱用のフィンが外周に設けられ、且つ中心部が空洞になっ

ている放熱台座の空洞部が円柱状若しくは角柱状である請求項１～３のいずれ

かに記載された発光ダイオードを用いた照明灯。 

【請求項５】 

放熱台座の空洞部が円柱状若しくは角柱状であって、空洞部に耐水性のモータ5 

により駆動されるファンを装備した請求項１～４のいずれかに記載された発光

ダイオードを用いた照明灯。 

【請求項６】 

車両の前後方向に伸びる光軸上に、投影レンズ及び光源支持体の中心軸を配置

し、光源支持体には、発光ダイオードよりなる光源を光軸に対して上面及び／又10 

は下面に取り付け、光源より発した光が、前記投影レンズを通して光軸方向にほ

ぼ投影するように、前記光軸上に反射鏡を設けた車両用前照灯において、光源と

して、請求項１～５のいずれかに記載された発光ダイオードを用いた照明灯を用

いた車両用前照灯。 

【請求項７】 15 

発光ダイオードの光束が１３００ルーメン以上である請求項６に記載された

発光ダイオードを用いた車両用前照灯。 

【請求項８】 

光源中心部から口金基準面までの距離が、３１．２５ｍｍ、２４．５５ｍｍ、

３１．６２５ｍｍ、２７．３７５ｍｍ、２７．２５ｍｍ、２７．４ｍｍ、２６．20 

８５ｍｍ、２７．５ｍｍ、２７．０５ｍｍ、３１．５ｍｍ、１８ｍｍ、３１．２

５ｍｍ、２７．１ｍｍのいずれかである請求項６、７に記載した発光ダイオード

を用いた照明灯を用いた車両用前照灯。 

【請求項９】 

発光ダイオードを用いた照明灯の外側に黄色透明ガラス電球を付した請求項25 

１～８に記載した照明灯及びそれを用いた車両用前照灯。 
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【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

従来、発光ダイオードを用いた車両用前照灯において、１０００ルーメンの光束

で使用する場合、冷却用ファンはなくても、特に問題はなかった。しかしながら、

１３００ルーメン以上で使用していると、温度が上昇して行くと、発光ダイオー5 

ドの効率が著しく低下し、急激に１０００ルーメン以下に低下する。これは、発

光ダイオードの温度に対する弱点が顕在化したものとおもわれる。 

【発明の効果】 

【００１１】 

本発明は、上記の構成をとったので、発光ダイオードを用いた照明灯及び車両10 

用前照灯または発光ダイオードを用いた車両用前照灯が、点灯から長時間後も、

点灯時と同じ明るさを保つことが出来、また、長時間効率が低下することなく使

用することができ、低電力で高出力がえられ、長寿命であり、構造が簡単で、コ

ンパクトな照明灯及び車両用前照灯とくに自動車用前照灯を得ることができた。 

２ 特許Ｂ 15 

【請求項１】 

ハイビーム用又はロービーム用のどちらか１個の発光ダイオード（１０１）を

搭載したプリント配線基板を張り付けた端子付配線付の銅板２枚と、当該銅板２

枚はそれぞれ銅製のヒートパイプの扁平体（２０１）の表と裏に１枚ずつ熱伝導

性の接着剤を介して取り付けられており、当該扁平体（２０１）と一体化されて20 

いる銅製のヒートパイプ（２００）であり、かつ、アルミニウム製の第一の放熱

台座口金（（５０２）に嵌合する部位は円筒状である銅製のヒートパイプ（２００）

と、アルミニウム製第一の放熱台座の鍔（５０１）の発光ダイオード側（鍔の上

方円筒）に回転自在に嵌入保持される金属製口金（４００）と、前記アルミニウ

ム製第一の放熱台座の鍔の空洞部側（鍔の下方円筒）はアルミニウム製第二の放25 

熱台座口金内周面に圧入される円筒状の部位を有するアルミニウム製第一の放
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熱台座（５００）と、当該アルミニウム製第一の放熱台座が圧入される円筒形の

空間とファン付モータ（（７００）を収納する空洞と空洞を取り巻く周面に放熱フ

ィンを有するアルミニウム製第二の放熱台座（６００）と、該アルミニウム製第

二の放熱台座の空洞部に収納されたファン付モータ（７００）と、該ファン付モ

ータ（７００）を固定するための固定用底板（８００）とを具備し、それぞれが5 

１つの軸線上で組み合わされたヒートパイプ冷却シングル型高輝度発光ダイオ

ード前照灯であって、両端が半円柱で、半円柱と半円柱のほぼ中心部に発光ダイ

オードの発光部が見える窓（（３０３）を有する板状中間部を有する放熱部品（（３

０１）と、当該放熱部品（３０１）と対をなす、両端が半円柱で平板状中間部を

有する放熱部品（（３０２）とで、前記発光ダイオード基板付のヒートパイプの扁10 

平体（２０１）を挟むと両端が円柱状となる放熱部品（３００）を具備し、当該

放熱部品（３００）は、円柱の中心部に発光ダイオード基板付のヒートパイプの

扁平体部位（２０１）を収納する溝（３０４）を、前記放熱部品（（３０１）と放

熱部品（３０２）の中心部に設けた構造であり、かつ、当該放熱部品（３００）

がアルミニウム製であるヒートパイプ冷却シングル型高輝度発光ダイオード前15 

照灯。 

【請求項２】 

前記回転自在に嵌入保持される金属製口金（４００）の角度を調節及び固定す

るための、ネジとネジ穴を前記アルミニウム製第一放熱台座（５００）の円筒円

周部に設けた請求項１に記載されたヒートパイプ冷却シングル型高輝度発光ダ20 

イオード前照灯。 

【請求項３】 

前記アルミニウム製の第一の放熱台座（５００）は、前記アルミニウム製の第

二の放熱台座口金内周面（６０１）に圧入される円筒（５０３）を有し、円筒の

先端部がスリットである請求項１又は請求項２に記載されたヒートパイプ冷却25 

シングル型高輝度発光ダイオード前照灯。 
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【請求項４】 

前記ヒートパイプの扁平体（（２０１）の厚さが１．０ｍｍ～３．０ｍｍである

請求項１ないし請求項３のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却シングル型

高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項５】 5 

前記放熱部品（３００）が、Ａ６０６３からなる請求項１ないし請求項４のい

ずれかに記載されたヒートパイプ冷却シングル型高輝度発光ダイオード前照灯。

【請求項６】 

前記銅板（１００）と前記ヒートパイプの扁平体（（２０１）が熱伝導性接着剤

を介して取り付けられ、発光ダイオードの発光部の１片の長さが５～７ｍｍであ10 

る請求項１ないし請求項５のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却シングル

型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項７】 

前記ヒートパイプの扁平体（（２０１）の表と裏の２個の発光ダイオードを直列

につないだ請求項１ないし請求項６のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却15 

シングル型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項８】 

前記プリント配線基板（（１０２）と前記銅板（１００）が熱伝導ペーストを介

して取り付けられ、当該銅板の厚さが１ｍｍ以下であり、前記アルミニウム製第

一の放熱台座（（５００）と前記アルミニウム製第二の放熱台座（（６００）のアル20 

ミニウムが、A６０６３であり、プリント配線基板を張り付けた銅板がC1100であ

る請求項１ないし請求項７のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却シングル

型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００８】 25 

従来、発光ダイオードを用いたシングル型高輝度ＬＥＤ前照灯において、ハイ
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ビーム、ロービームの切り替えが、運転席の切り替えスイッチで切り替えが出来、

車検基準であるカットオフラインを有するものであり、ロービーム時に６４００

ｃｄ以上、ハイビーム時に１2０００ｃｄ以上の明るさを照射できるバルブであ

ることが最低限要求される。本発明では、さらなる改良を重ねて発光ダイオード

で発生する熱を効率よく逃がすシングル型高輝度ＬＥＤ前照灯を提供する。 5 

【発明の効果】 

【００１２】 

本発明のヒートパイプ冷却シングル型高輝度ＬＥＤ前照灯は、効率よく放熱で

き、長時間効率が低下することなく使用することができ、低電力で高出力がえら

れ、長寿命で安価なコンパクトな車両用ヒートパイプ冷却シングル型高輝度ＬＥ10 

Ｄ前照灯を得ることができた。 

３ 特許Ｃ 

【請求項１】 

 ハイビーム用発光ダイオード（１０２）とロービーム用発光ダイオード（１０

１）の２個の発光ダイオードを搭載したプリント配線基板を張り付けた端子付配15 

線付の銅板（（１００）２枚と、当該銅板（（１００）２枚は、それぞれ銅製のヒー

トパイプの扁平体（（２０１）の表と裏に１枚ずつ熱伝導性の接着剤を介して取り

付けられており、当該扁平体（（２０１）と一体化されている銅製のヒートパイプ

（２００）であり、かつ、アルミニウム製の第一の放熱台座口金（（５０２）に嵌

合する部位は円筒状である銅製のヒートパイプ（（２００）と、アルミニウム製第20 

一の放熱台座の鍔（（５０１）の発光ダイオード側（鍔の上方円筒）に、回転自在

に嵌入保持される金属製口金（（４００）と、前記アルミニウム製第一の放熱台座

の鍔の空洞部側（鍔の下方円筒）はアルミニウム製第二の放熱台座口金内周面（（６

０１）に圧入される円筒状の部位（５０３）を有するアルミニウム製第一の放熱

台座（（５００）と、当該アルミニウム製第一の放熱台座（（５００）が圧入される25 

円筒形の空間とファン付モータ（（７００）を収納する空洞（（６０３）と空洞を取
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り巻く周面に放熱フィン（（６０２）を有するアルミニウム製第二の放熱台座（（６

００）と、該アルミニウム製第二の放熱台座の空洞部に収納されたファン付モー

タ（（７００）と、当該ファン付モータを固定するための固定用底板（（８００）と

を具備し、それぞれが一つの軸線上で組み合わされたヒートパイプ冷却ダブル型

高輝度発光ダイオード前照灯であって、両端が半円柱で、半円柱と半円柱のほぼ5 

中心部にハイビーム用発光ダイオード（１０２）とロービーム用発光ダイオード

（１０１）の２個の発光ダイオードの発光部が見える窓（（３０３）を有する板状 

中間部を有する放熱部材（（３０１）と、該放熱部材（３０１）と対をなす、両端

が半円柱で板状中間部を有する放熱部材（（３０２）とで、前記発光ダイオード基

板付のヒートパイプの扁平体（（２０１）を挟むと両端が円柱状になる放熱部品（３10 

００）を具備し、当該放熱部品（３００）は、円柱の中心部に２個の発光ダイオ

ード基板付のヒートパイプの扁平体（（２０１）を収納する溝（３０４）を、前記

放熱部材（３０１）と放熱部材（３０２）の中心部に設けた構造であり、かつ、

当該放熱部品（３００）がアルミニウム製であるヒートパイプ冷却ダブル型高輝

度発光ダイオード前照灯。 15 

【請求項２】 

前記ロービーム用発光ダイオード（（１０１）のみに、点灯して前方を照らす時、

前照灯内部で下方向に行く光を遮るシェード（（１０５）を設け、かつ、前記金属

製口金（４００）の角度を調節及び固定するための、ネジとネジ穴（４０３）を

アルミニウム製第一放熱台座の円筒円周部に設けた請求項１に記載されたヒー20 

トパイプ冷却ダブル型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項３】 

前記ロービーム用発光ダイオード（１０１）のみに設けるシェードの形状が、

当該ロービーム用発光ダイオード（（１０１）の下端部に取り付けられ、ロービー

ム用発光ダイオード（（１０１）の前照灯内部で下方向に行く光のみを遮る大きさ25 

のカップ状遮光体である請求項２に記載されたヒートパイプ冷却ダブル型高輝
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度発光ダイオード前照灯。 

【請求項４】 

前記アルミニウム製の第一の放熱台座（（５００）は、アルミニウム製の第二の

放熱台座口金内周面に圧入される円筒（５０３）を有し、円筒の先端部にスリッ

トを設けた請求項１ないし請求項３のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却5 

ダブル型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項５】 

前記放熱部品（３００）が、Ａ６０６３からなる請求項１ないし請求項４のい

ずれかに記載されたヒートパイプ冷却ダブル型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項６】 10 

前記端子付配線付の銅板（１００）が、熱伝導性接着剤を介して、厚さが１．

０ｍｍ～３．０ｍｍのヒートパイプ扁平体（（２０１）へ取り付けられ、発光ダイ

オードの発光部の１片の長さが５～７ｍｍである請求項１ないし請求項５のい

ずれかに記載されたヒートパイプ冷却ダブル型高輝度発光ダイオード前照灯。 

【請求項７】 15 

前記プリント配線基板（（１０３）と前記銅板（（１００）が熱伝導ペーストを介

して取り付けられ、当該銅板（（１００）の厚さが１ｍｍ以下であり、前記アルミ

ニウム製第一の放熱台座と前記アルミニウム製第二の放熱台座のアルミニウム

が、A６０６３であり、プリント配線基板を張り付けた当該銅板がC1100である請

求項１ないし請求項６のいずれかに記載されたヒートパイプ冷却ダブル型高輝20 

度発光ダイオード前照灯。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

従来、発光ダイオードを用いたダブル型高輝度ＬＥＤ前照灯において、ハイビ

ーム、ロービームの切り替えが、運転席の切り替えスイッチで切り替えが出来、25 

車検基準であるカットオフラインを有するものであり、ロービーム時に６４００
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ｃｄ以上、ハイビーム時に１５０００ｃｄ以上の明るさを照射できるバルブであ

ることが最低限要求されるが、さらには、ハイビーム時において２５０００ｃｄ、

ロービーム時においてにおいて１５０００ｃｄのＨ４ＬＥＤバルブ（ダブル型高

輝度ＬＥＤ前照灯）が安価に供給されることが要求されている。 

【発明の効果】 5 

【００１１】 

本発明のヒートパイプ冷却ダブル型高輝度ＬＥＤ前照灯は、効率よく放熱でき、

長時間効率が低下することなく使用することができ、低電力で高出力がえられ、

長寿命で安価なコンパクトな車両用ダブル型高輝度ＬＥＤ前照灯を得ることが

できた。 10 

４ 特許Ｄ 

【請求項１】 

発光素子と、 

前記発光素子で発生する熱を放熱する厚みのある形状の放熱部と、 

前記発光素子で発生する熱を前記放熱部に伝導させる棒状の導熱部と、 15 

車両用灯具に係止可能な係止突片が設けられた円形状の口金と、を有し、 

前記導熱部は、先端側側面に前記発光素子が設けられ、基端側に前記口金が設

けられ、 

前記口金は、先端面側に前記導熱部が設けられ、他端面側に前記放熱部が設け

られ、 20 

前記放熱部は、前記導熱部の長手方向に沿う軸線を基準として、一方側が他方

側よりも張り出した形状であるＬＥＤ前照灯。 

【請求項２】 

前記放熱部は、前記導熱部の長手方向に沿う軸線に対して前記張り出した形状

側に偏心してなる請求項１に記載のＬＥＤ前照灯。 25 

【請求項３】 
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前記放熱部の厚み方向に沿う軸線と、前記導熱部の長手方向に沿う軸線とが同

一軸線上にある請求項１に記載のＬＥＤ前照灯。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】 

ところで、上記のようなＬＥＤ前照灯１００は、図７（ａ）に示すように、車両5 

用灯具ＴのハウジングＴａの後部に設けられた筒状部Ｔｂ内のリフレクタＴｂ

１内に取り付けて使用されるものである。より詳しく説明すると、ＬＥＤ前照灯

１００の口金１０２には、図７（ｂ）に示すように、中心角１２０度の間隔の係

止突片１０２ｃが設けられており、この係止突片１０２ｃの間に係止溝部１０２

ｄが設けられている。しかして、図７（ｂ）に示すように、この口金１０２に設10 

けられている係止溝部１０２ｄに、リフレクタＴｂ１の後部内周部に１２０度の

間隔で設けられている係止突片Ｔｂ１ａが嵌合されることにより、口金１０２と

リフレクタＴｂ１とが互いに嵌合され、もって、ＬＥＤ前照灯１００がリフレク

タＴｂ１内に取り付けられることとなる。これにより、従来のハロゲンバルブや

白熱バルブに代わって、ＬＥＤ前照灯１００が車両用灯具Ｔの光源として使用す15 

ることができることとなる。 

【０００６】 

ところで、ＬＥＤ前照灯１００がリフレクタＴｂ１内に取り付けられた状態で、

ＬＥＤ前照灯１００の照射方向を変更すべく、図示しないレベライザを用いて、

図７（ｂ）に示すように矢印Ｙ１方向に移動させることがある。この際、ＬＥＤ20 

前照灯１００もそれに合せて、図７（ｂ）に示すように矢印Ｙ１方向に移動する

こととなる。 

【０００７】 

ところで、この際、図７（ａ），（ｂ）に示すように、上部側の筒状部Ｔｂと

放熱台座１０３との隙間Ｈ１が、下部側の筒状部Ｔｂと放熱台座１０３との隙間25 

Ｈ２に比べ狭くなっているような車両用灯具Ｔの場合、図７（ｂ）に示すように、
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放熱台座１０３は、軸線Ｏ２を中心として左右対象の形状、すなわち、放熱台座

１０３の横幅Ｗ１００が同一となっているため、ＬＥＤ前照灯１００を下方向に

移動させた際、放熱台座１０３が下部側の筒状部Ｔｂに干渉、すなわち、放熱台

座１０３の一側面１０３ｃが下部側の筒状部Ｔｂに接触しなくとも、ＬＥＤ前照

灯１００を上方向に移動（図７（ｂ）に示す破線部分参照）させた際、放熱台座5 

１０３が上部側の筒状部Ｔｂに干渉、すなわち、放熱台座１０３の他側面１０３

ｄが上部側の筒状部Ｔｂに接触し、それ以上移動できない可能性がある。これに

より、このような車両用灯具Ｔの形状では、ＬＥＤ前照灯１００の照射方向を変

更することができないと言う問題があった。 

【０００８】 10 

さらには、この筒状部Ｔｂの内周部には図示しない防水キャップが取り付けら

れることとなるが、ＬＥＤ前照灯１００を上方向に移動（図７（ｂ）に示す破線

部分参照）させた際、放熱台座１０３が上部側の筒状部Ｔｂに干渉しなくとも、

この防水キャップに干渉、すなわち、接触し、それ以上移動できない可能性があ

り、もって、ＬＥＤ前照灯１００の照射方向を変更することができないと言う問15 

題もあった。 

【０００９】 

そこで、本発明は、上述の問題に鑑み、どのような車両用灯具に取り付けても

ＬＥＤ前照灯の照射方向を変更可能なＬＥＤ前照灯を提供することを目的とし

ている。 20 

【発明の効果】 

【００１４】 

次に、本発明の効果について、図面の参照符号を付して説明する。なお、括弧

内は、後述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定

されるものではない。 25 

【００１５】 
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請求項１の発明によれば、導熱部（例えば、導熱棒２，２Ａ，２Ｃ）が、先端

（例えば、２０ａ）側側面に発光素子（例えば、ＬＥＤ５）を設け、基端側（例

えば、２０ｂ）に口金（例えば、口金３，３Ａ）を設け、この口金（例えば、口

金３，３Ａ）の先端面側に導熱部（例えば、導熱棒２，２Ａ，２Ｃ）が設けられ、

他端面側に放熱部（例えば、放熱台座４）が設けられているＬＥＤ前照灯におけ5 

る放熱部（例えば、放熱台座４）が、導熱部（例えば、導熱棒２，２Ａ，２Ｃ）

の長手方向に沿う軸線（例えば、Ｏ１）を基準として、一方側（例えば、図１（ｂ）

に示す横幅Ｗ１側）が他方側（例えば、図１（ｂ）に示す横幅Ｗ２側）よりも張

り出した形状となっているから、図示しないレベライザを用いて、図１（ｂ）に

示すように矢印Ｙ１方向に移動させたとしても、車両用灯具（Ｔ）のハウジング10 

（Ｔａ）の後部に設けられた筒状部（Ｔｂ）に干渉、すなわち、接触しないよう

にすることができ、もって、どのような車両用灯具に取り付けてもＬＥＤ前照灯

の照射方向を変更することができることとなる。 

【００１６】 

ところで、上記のような形状を実現するにあたっては、請求項２の発明のよう15 

に、放熱部（例えば、放熱台座４）が、導熱部（例えば、導熱棒２）の長手方向

に沿う軸線（例えば、Ｏ１）に対して張り出した形状側に偏心（例えば、図１（ｂ）

参照）しても良く、請求項３の発明のように、放熱部（例えば、放熱台座４）の

厚み方向に沿う軸線（例えば、Ｏ２）と、導熱部（例えば、導熱棒２）の長手方

向に沿う軸線（例えば、Ｏ１）とが同一軸線上にあるようにしても良い。 20 

５ 特許Ｅ 

【請求項１】 

ヘッドランプの後方裏面に設けられている筒状の開口部に装着されるＬＥＤ

前照灯用交換防水円筒状カバーであって、 

前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーは、 25 

上面が閉止され下面が開放されている円筒状であり、さらに、 
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前記ヘッドランプ内にハロゲンランプが取り付けられていた際、前記筒状の開

口部に装着される上面が閉止され下面が開放されている円筒状純後防水カバー

の取付け構造と同一形状であり、且つ、 

前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーの円周の前記下面の開放端の周囲

に複数の係合片を有し、 5 

前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー内で、且つ、前記上面に背向する裏

面にＬＥＤ点灯回路が収納できる部位が設けられており、 

前記ヘッドランプ内に前記ハロゲンランプに代えてＬＥＤ前照灯が取り付け

られていた際、前記筒状の開口部に前記ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーを

装着するにあたって、前記上面が前記ヘッドランプの外方に位置し、さらに、前10 

記下面が前記筒状の開口部と対向するように配置し、もって、該上面にて前記筒

状の開口部を閉止するように、前記筒状の開口部に前記ＬＥＤ前照灯用交換防水

円筒状カバーが装着され、これにより、該ヘッドランプ内で、前記ＬＥＤ点灯回

路と前記ＬＥＤ前照灯とが、該ヘッドランプ内に配置されている電源と接続され

ることによって、電気的に接続されてなるＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー。 15 

【請求項２】 

ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーの上面に、放熱のためのフィンが設けら

れてなる請求項１に記載のＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー。 

【請求項３】 

ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーの円周面に、ゴム製のＯ－リングが設け20 

られてなる請求項１又は２に記載のＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー。 

【請求項４】 

ＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーに、前記係合片、前記フィンが、一体成

形されてなる請求項２に記載のＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバー。 

【請求項５】 25 

前記一体成形の材料が、亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、アルミ材、樹脂
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から選ばれる１種である請求項４に記載のＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバ

ー。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】 

本発明は、本発明品にカバーを変更するだけで、純後カバーへの穴あけ加工の5 

必要がない。穴あけ作業は作業方法により、防水性にバラつきがあるが、本発明

ではカバー交換するだけの為、作業方法によるバラつきがなく、防水性が確保さ

れる。点灯回路のケースとカバーを一体化させることにより、点灯回路ケースと

しての表面積が大きく確保できる為、点灯回路の冷却効率UPに繋がる。（穴あけ

加工をしないため、純後に戻すことも出来るＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバ10 

ーを提供する。 

【発明の効果】 

【０００８】 

本発明のＬＥＤ前照灯用交換防水円筒状カバーは、純後の防水円筒状カバーに

穴をあける必要がないため純後カバーを保存しておき、再度ハロゲンパンプに置15 

き換えたときに、保存していた純後カバーを取り出してきて、無傷のまま再利用

することができる。カバー内に点灯ユニットが入っている為、ＬＥＤ、ＨＩＤに

光源を変更する際、本発明品にカバーを変更するだけで、純後カバーへの穴あけ

加工の必要がない。穴あけ加工をしないため、防水性を高度に保つことができる。 

６ 特許Ｆ 20 

【請求項１】 

自動車ヘッドライトとして用いられるＬＥＤ灯火であって、 

第１発光素子と、 

第２発光素子と、 

前記第１発光素子と前記第２発光素子とが並列に配置されている基板と、 25 

前記第１発光素子及び前記第２発光素子の点灯／消灯を制御する制御部と、 
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ＯＮ／ＯＦＦ可能な点灯スイッチと、 

点灯色が記憶されている記憶部と、を有し、 

前記制御部は、初期状態では、前記点灯スイッチがＯＮされると、前記記憶部

に記憶されている点灯色に基づき、前記第１発光素子を点灯させると共に、前記

第２発光素子を消灯させ、そして、次に前記点灯スイッチがＯＦＦされるまでの5 

第１時間を計測し、前記点灯スイッチがＯＦＦされると、前記第１発光素子を消

灯させると共に、前記第２発光素子を消灯させ、次に前記点灯スイッチがＯＮさ

れるまでの第２時間を計測し、前記点灯スイッチがＯＮされると、前記第２時間

が第１所定時間内でなければ、前記第１時間と前記第２時間を加算し、その加算

時間が第２所定時間内であれば、前記記憶部に記憶されている前記点灯色を変更10 

すると共に、変更した点灯色を前記記憶部に記憶し、さらに、該記憶した点灯色

に基づき、前記第１発光素子、前記第２発光素子の何れか一方を点灯させてなり、 

前記第２時間が前記第１所定時間内であれば、所定条件が成立した際、初期化

し、前記第１発光素子を点灯させると共に、前記第２発光素子を消灯させてなる

ＬＥＤ灯火。 15 

【請求項２】 

前記制御部は、前記第２時間が前記第１所定時間内であれば、前記点灯スイッ

チが複数回ＯＮ／ＯＦＦされた際の時間を計測し、その計測した時間の総計時間

が、第３所定時間内であれば、前記記憶部に記憶されている前記点灯色を初期化

し、該初期化された点灯色に基づいて、前記第１発光素子を点灯させると共に、20 

前記第２発光素子を消灯させてなる請求項１に記載のＬＥＤ灯火。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００４】 

ところで、このようなＬＥＤ灯火は、フィラメントを有したハロゲンバルブに

置き換えて採用されるものであるため、第１のＬＥＤユニットと第２のＬＥＤユ25 

ニットは、フィラメントと同じ位置に配置されるのが理想である。 
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【０００５】 

しかしながら、点灯色の異なる第１のＬＥＤユニットと第２のＬＥＤユニット

を配置させるにあたっては、フィラメントと同じ位置に配置するのは困難である

ことから、第１のＬＥＤユニットと第２のＬＥＤユニットを密接させて配置する

のが理想である。離間して配置するとその分、照らし具合が悪いという問題が生5 

じるためである。 

【０００６】 

しかしながら、密接させて配置するとノイズ等の影響が発生しやすく、自動車

ヘッドライトの一方側と他方側が異なる色を点灯するというような不具合が生

じる可能性がある。すなわち、周知の通り、自動車ヘッドライトは、左右一対あ10 

るため、左右夫々にＬＥＤ灯火が使用されることとなる。そのため、左右夫々の

ＬＥＤ灯火は、同じ色を点灯させる必要がある。 

【０００７】 

しかしながら、左側のＬＥＤ灯火が、第１のＬＥＤユニットを点灯させている

際、右側のＬＥＤ灯火も第１のＬＥＤユニットを点灯させなければならないが、15 

ノイズ等の影響で、右側のＬＥＤ灯火は、第２のＬＥＤユニットを点灯させてし

まうという不具合が生じる可能性がある。そのため、第１のＬＥＤユニットと第

２のＬＥＤユニットを密接させて配置するとノイズ等の影響が発生しやすく、自

動車ヘッドライトの一方側と他方側が異なる色を点灯するというような不具合

が生じる可能性があるという問題があった。 20 

【０００８】 

そこで、本発明は、上述の問題に鑑み、異なる色を点灯するというような不具

合が発生しても、その不具合を解消することができるＬＥＤ灯火を提供すること

を目的としている。 

【発明の効果】 25 

【００１２】 
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次に、本発明の効果について、図面の参照符号を付して説明する。なお、括弧

内は、後述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定

されるものではない。 

【００１３】 

請求項１の発明によれば、制御部（例えば、ＭＣＵ７２）が、初期状態では、5 

第１発光素子（例えば、第１ＬＥＤ６ａ）を点灯させると共に、第２発光素子（例

えば、第２ＬＥＤ６ｂ）を消灯させている。そして、点灯スイッチ（例えば、点

灯スイッチＳＷ）がＯＦＦされてからＯＮされるまでの第２時間が第１所定時間

内でなければ（例えば、ステップＳ８：ＮＯ）、使用者がリセット（初期化）を

望んでいないと判断し、第２時間と、初期状態から点灯スイッチ（例えば、点灯10 

スイッチＳＷ）がＯＦＦされるまでの第１時間を加算し、その加算時間が第２所

定時間内（例えば、ステップＳ９：ＹＥＳ）であれば、記憶部（例えば、メモリ

７３）に記憶されている点灯色を変更すると共に、変更した点灯色を記憶部（例

えば、メモリ７３）に記憶し、さらに、該記憶した点灯色に基づき、第１発光素

子（例えば、第１ＬＥＤ６ａ）、第２発光素子（例えば、第２ＬＥＤ６ｂ）の何15 

れか一方を点灯させることで、点灯色を変更するようにしている。一方で、第２

時間が第１所定時間内であれば（例えば、ステップＳ８：ＹＥＳ）、使用者がリ

セット（初期化）を望んでいると判断し、所定条件が成立した際、第１発光素子

（例えば、第１ＬＥＤ６ａ）を点灯させると共に、第２発光素子（例えば、第２

ＬＥＤ６ｂ）を消灯させている。これにより、異なる色を発光するというような20 

不具合が発生しても、その不具合を解消することができる。 

【００１４】 

また、請求項２の発明によれば、制御部（例えば、ＭＣＵ７２）は、第２時間

が第１所定時間内であれば（例えば、ステップＳ８：ＹＥＳ）、使用者がリセッ

ト（初期化）を望んでいると判断し、点灯スイッチ（例えば、点灯スイッチＳＷ）25 

が複数回ＯＮ／ＯＦＦされた際の時間を計測し、その計測した時間の総計時間が、
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第３所定時間内であれば（例えば、ステップＳ３６：ＹＥＳ）、記憶部（例えば、

メモリ７３）に記憶されている点灯色を初期化し、該初期化された点灯色に基づ

いて、第１発光素子（例えば、第１ＬＥＤ６ａ）を点灯させる共に、第２発光素

子（例えば、第２ＬＥＤ６ｂ）を消灯させている。これにより、使用者が所望し

ていないにも係わらず、誤って初期化してしまう事態を低減させることができる。 5 

以上 


